
別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

死産の届出 死産の届出に関する規程第４条 約40,000
実施方策の検

討
→ → 1 1

受付時間の延
長

0

市町村においては、出生・死亡
等の届出の戸籍事務と死産の届
出を一体的に取扱っており、届
出件数の多い、戸籍事務のシス
テム整備の動向を踏まえて検
討。

病院報告の提出 医療法施行令第４条の８第２項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

地域医療支援病院の申請・承認 医療法第４条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

病院等の開設の申請・許可 医療法第７条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

診療所等開設の届出 医療法第８条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

病院等の廃止の届出 医療法第９条第１項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

開設者の死亡等の届出 医療法第９条第２項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

地域医療支援病院の業務報告 医療法第１２条の２ － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

宿直がない場合の許可 医療法第１６条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

病院等の構造設備の使用許可 医療法第２７条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

地域医療支援病院の名称承認
の申請

医療法施行規則第６条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

特定機能病院の名称承認の申
請

医療法施行規則第６条の３ － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

専属薬剤師免除の許可の申請 医療法施行規則第７条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

開設者自身の管理免除の許可
の申請

医療法施行規則第８条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

管理者兼任の許可の申請 医療法施行規則第９条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

エックス線装置の届出 医療法施行規則第２４条の２ － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

診療用高エネルギー放射線の届
出

医療法施行規則第２５条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

診療用放射線照射装置の届出 医療法施行規則第２６条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

診療用放射線照射器具の届出 医療法施行規則第２７条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

放射性同位元素装備診療機器
の届出

医療法施行規則第２７条の２ － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等
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別添地方１Ａ
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該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

放射性同位元素の届出 医療法施行規則第２８条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

変更等の届出 医療法施行規則第２９条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

施術所の開設届
あん摩マツサージ指圧師、はり
師、きゆう師等に関する法律第９
条の２第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

施術所の休廃止又は再開の届
出

あん摩マツサージ指圧師、はり
師、きゆう師等に関する法律第９
条の２第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

出張のみの業務の届出
あん摩マツサージ指圧師、はり
師、きゆう師等に関する法律第９
条の３

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

出張のみの業務の休廃止又は
再開の届出

あん摩マツサージ指圧師、はり
師、きゆう師等に関する法律第９
条の３

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

住所地の区域外に滞在して業務
を行う場合の届出

あん摩マツサージ指圧師、はり
師、きゆう師等に関する法律第９
条の４

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

業務に従事する歯科衛生士の届
出

歯科衛生士法第７条第３項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

死体解剖の許可 死体解剖保存法第２条第１項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

特別の場合における解剖場所の
許可

死体解剖保存法第９条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

引取り者のない死体の大学への
交付

死体解剖保存法第１２条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

死体保存の許可 死体解剖保存法第１９条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

業務に従事する歯科技工士の届
出

歯科技工士法第７条第３項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

歯科技工所の開設の届出 歯科技工士法第２１条第１項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

歯科技工書の休廃止又は再開
の届出

歯科技工士法第２１条第２項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

衛生検査所の登録
臨床検査技師、衛生検査技師等
に関する法律第２０条の３第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

衛生検査所の変更の登録
臨床検査技師、衛生検査技師等
に関する法律第２０条の４第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

衛生検査所の休廃止、再開、又
は登録事項の変更の届出

臨床検査技師、衛生検査技師等
に関する法律第２０条の４第３項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

放射線同位元素を備えるとき等
の届出

臨床検査技師、衛生検査技師等
に関する法律第２０条の４第４項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

施術所の開設又は変更の届出 柔道整復師法第１９条第１項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

施術所の休廃止又は再開の届
出

柔道整復師法第１９条第２項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

氏名等の届出 保健師助産師看護師法第33条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

看護師等確保推進者の届出
看護師等の人材確保の促進に
関する法律第12条第４項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

ナースセンターの申請
看護師等の人材確保の促進に
関する法律第14条第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

ナースセンターの名称変更等の
届出

看護師等の人材確保の促進に
関する法律第14条第４項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

准看護師免許の申請
保健師助産師看護師法施行令
第１条第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

准看護師籍の訂正申請
保健師助産師看護師法施行令
第３条第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

准看護師籍の登録の抹消申請
保健師助産師看護師法施行令
第４条第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

死亡等の場合の登録の抹消
保健師助産師看護師法施行令
第５条第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

免許証の書換申請
保健師助産師看護師法施行令
第６条第２項第４項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

免許証の再交付申請
保健師助産師看護師法施行令
第７条第２項第６項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

免許証の返納手続き
保健師助産師看護師法施行令
第８条第２項第４項第５項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

准看護師養成所の指定申請
保健師助産師看護師法施行令
第19条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

合格証明書の交付申請
保健師助産師看護師法施行規
則第30条第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

旧規則による保健師等の免許申
請

保健師助産師看護師法施行規
則附則第６条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

協業組合の設立の認可
中小企業団体の組織に関する法
律第５条の１７第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減「３→１」

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

協業組合の設立の認可
中小企業団体の組織に関する法
律第５条の１７第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

協業組合の役員の変更の届出
中小企業団体の組織に関する法
律５条の２３第３項（組合法第３５
条の２準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

総会の招集請求があった日から
１０日以内に理事が総会招集の
手続をしない場合等の総会招集
の承認

中小企業団体の組織に関する法
律第５条の２３第３項（組合法第
４８条準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減「２→１」

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

協業組合の定款の変更の認可
中小企業団体の組織に関する法
律第５条の２３第３項（組合法第
５１条第２項準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減「３→１」

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

協業組合の解散の届出
中小企業団体の組織に関する法
律第５条の２３第４項（組合法第
６２条第２項準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

協業組合の合併の認可
中小企業団体の組織に関する法
律第５条の２３第４項（組合法第
６３条第３項準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減「３→１」

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

協業組合の決算関係書類の提
出

中小企業団体の組織に関する法
律第５条の２３第６項（組合法第
１０５条の２準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

商工組合の特別の地区の承認
中小企業団体の組織に関する法
律第９条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減「３→１」

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

商工組合の組合員以外の者の
事業の利用の特例の認可

中小企業団体の組織に関する法
律第１７条の２第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

商工組合連合会の会員以外の
者の事業の利用の特例の認可

中小企業団体の組織に関する法
律第３３条（第１７条の２第１項準
用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

商工組合及び商工組合連合会
の設立の認可

中小企業団体の組織に関する法
律第４２条第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減「３→１」

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

役員の変更の届出
中小企業団体の組織に関する法
律第４７条第２項（組合法第３５
条の２準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

総会の招集請求があった日から
１０日以内に理事が総会招集の
手続をしない場合等の総会招集
の承認

中小企業団体の組織に関する法
律第４７条第２項（組合法第４８
条準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

定款変更の認可
中小企業団体の組織に関する法
律第４７条第２項（組合法第５１
条第２項準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減「３→１」

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

商工組合及び商工組合連合会
の解散の届出

中小企業団体の組織に関する法
律第４７条第３項（組合法第６２
条第２項準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

商工組合及び商工組合連合会
の合併の認可

中小企業団体の組織に関する法
律第４７条第３項（組合法第６３
条第３項準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減「３→１」

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

決算関係書類の提出
中小企業団体の組織に関する法
律第７１条（組合法第１０５条の２
準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

協業組合への組織変更の認可
中小企業団体の組織に関する法
律第９５条第４項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減「３→１」

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

協業組合への組織変更の届出
中小企業団体の組織に関する法
律第９５条第７項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

事業協同組合への組織変更の
認可

中小企業団体の組織に関する法
律第９６条第５項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減「２→１」

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

事業協同組合への組織変更の
届出

中小企業団体の組織に関する法
律第９６条第８項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

商工組合への組織変更の認可
中小企業団体の組織に関する法
律第９７条第２項（第９６条第５項
準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減「３→１」

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

商工組合への組織変更の届出
中小企業団体の組織に関する法
律第９７条第２項（第９６条第８項
準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

組織変更の届出
中小企業団体の組織に関する法
律第１００条の１４

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合員以外の者の事業の利用
の特例の認可

中小企業等協同組合法第９条の
２の３第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減「２→１」

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

事業協同組合連合会の会員以
外の者の事業の利用の特例の
認可

中小企業等協同組合法第９条の
９第４項（第９条の２の３第１項準
用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減「２→１」

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

事業協同組合等の設立認可
中小企業等協同組合法第２７条
の２第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減「２→１」

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

役員の変更の届出
中小企業等協同組合法第３５条
の２

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

総会の招集請求があった日から
１０日以内に理事が総会招集の
手続をしない場合等の総会招集
の承認

中小企業等協同組合法第４８条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減「２→１」

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

定款の変更の認可
中小企業等協同組合法第５１条
第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減「２→１」

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

総会の招集請求があった日から
１０日以内に理事が総会招集の
手続をしない場合等の総会招集
の承認

中小企業等協同組合法第４１条
５項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減「２→１」

0

組合員の異動の報告
中小企業団体の組織に関する法
律施行規則第２７条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

あっせん又は調停
中小企業等協同組合法第９条の
２の２

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

事業協同組合等の解散の届出
中小企業等協同組合法第６２条
第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

責任共済等の事業を行う組合等
の解散の認可

中小企業等協同組合法第６２条
第４項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

事業協同組合等の合併の認可
中小企業等協同組合法第６３条
第３項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減「２→１」

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

決算関係書類の提出
中小企業等協同組合法第１０５
条の２

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
添付書類について一部オンライ
ン化困難。

養護施設入所の届出
原子爆弾被爆者に対する援護に
関する法律第３９条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

栄養士免許証の申請 栄養士法施行規則第１条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付書類につ
いて一部オンライン化困難

オンラインによる交付の場合、信
頼性の問題、改ざん等のおそ
れ、不正流用の危険性等があ
り、書類による給付が必要なた
め。

栄養士免許証の訂正の申請 栄養士法施行令第１条第１項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付書類につ
いて一部オンライン化困難

オンラインによる交付の場合、信
頼性の問題、改ざん等のおそ
れ、不正流用の危険性等があ
り、書類による給付が必要なた
め。

栄養士免許証の再交付の申請 栄養士法施行令第１条第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

オンラインによる交付の場合、信
頼性の問題、改ざん等のおそ
れ、不正流用の危険性等があ
り、書類による給付が必要なた
め。

調理師免許証の申請 調理師法第３条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付書類につ
いて一部オンライン化困難

オンラインによる交付の場合、信
頼性の問題、改ざん等のおそ
れ、不正流用の危険性等があ
り、書類による給付が必要なた
め。

調理師免許証の訂正の申請 調理師法施行令第１３条第１項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付書類につ
いて一部オンライン化困難

オンラインによる交付の場合、信
頼性の問題、改ざん等のおそ
れ、不正流用の危険性等があ
り、書類による給付が必要なた
め。

調理師免許証の再交付の申請 調理師法施行令第１４条第１項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

オンラインによる交付の場合、信
頼性の問題、改ざん等のおそ
れ、不正流用の危険性等があ
り、書類による給付が必要なた
め。

犬の登録の申請・登録・鑑札の
交付

狂犬病予防法第４条第１項 300,000 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

→ 0 0 0

鑑札は木の板であり、現物であ
ることが必要であることから、１５
年度までのオンライン化実施方
策の提示は困難。

鑑札の再交付の申請・再交付 狂犬病予防法施行令第１条の２ － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

→ 0 0 0

鑑札は木の板であり、現物であ
ることが必要であることから、１５
年度までのオンライン化実施方
策の提示は困難。

犬の死亡の届出 狂犬病予防法第４条第４項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

登録事項の変更の届出 狂犬病予防法第４条第４項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

犬の所有者変更の届出 狂犬病予防法第４条第５項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

注射済票の交付に係る提示・交
付

狂犬病予防法第５条第２項 4,500,000 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

→ 0 0 0
提示の際に現物を要するため、
オンライン化実施方策の提示は
困難。

注射済票の再交付の申請・再交
付

狂犬病予防法施行令第３条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

→ 0 0 0
提示の際に現物を要するため、
オンライン化実施方策の提示は
困難。

入院患者の医療費の申請・負担
感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律第
３７条第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

緊急時等の医療費の申請・負担
感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律第
４２条第２項

1,200 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

一般患者に対する医療費の申
請・負担

結核予防法第３４条第１項 40,000 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付書類につ
いて一部オンライン化困難

従業禁止、命令入所患者に医療
費の申請・負担

結核予防法第３５条第１項 10,000 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付書類につ
いて一部オンライン化困難
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

緊急時等の特例に係る医療費
の申請・負担

結核予防法第４１条第１項 300 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付書類につ
いて一部オンライン化困難

特定建築物の届出
建築物における衛生的環境の確
保に関する法律第５条第１項

1,062 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

特定建築物届出事項の変更の
届出

建築物における衛生的環境の確
保に関する法律第５条第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

建築物清掃業等の登録の申請・
登録

建築物における衛生的環境の確
保に関する法律第12条の2、同
法施行規則第３１条第１項

6,453 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

埋葬、火葬又は改葬の申請・許
可

墓地、埋葬等に関する法律第５
条第１項

1,025,031 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

墓地・納骨堂・火葬場の経営の
申請・許可

墓地、埋葬等に関する法律第１０
条第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

墓地の区域・納骨堂または火葬
場の施設の変更の申請・許可

墓地、埋葬等に関する法律第１０
条第２項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

墓地・納骨堂・火葬場の経営廃
止の申請・許可

墓地、埋葬等に関する法律第１０
条第２項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

墓地・納骨堂・火葬場の管理者
の届出

墓地、埋葬等に関する法律第１２
条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

墓地・火葬場の管理者の報告
墓地、埋葬等に関する法律第１７
条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

適正化規程の認可
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第９
条第１項前段

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

適正化規程変更の認可
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第９
条第１項後段

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

適正化規程の廃止届けの受理
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第１
２条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

共済規程の認可
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第１
４条の２第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

共済規程の変更認可
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第１
４条の２第３項前段

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

共済規程の廃止認可
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第１
４条の２第３項後段

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合協約の認可
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第１
４条の１０第１項前段

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合協約変更の認可
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第１
４条の１０第１項後段

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合協約に関するあっせん又は
調停

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第１
４条の１２第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合協約に関する調停案の作成
等

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第１
４条の１２第２項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

組合協約の取消し
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第１
４条の１０第３項後段

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合の設立認可
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第２
４条１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合の定款変更の認可
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第２
８条３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合の定款変更の届出の受理
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第２
８条５項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合の臨時総会招集の承認
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第４
２条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合の臨時総代会招集の承認
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第４
９条第６項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

共済事業を行う組合の解散の認
可

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第５
０条２項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

小組合の設立認可
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第５
２条の４第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

小組合の合併認可
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第５
２条の７第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

小組合の定款変更の認可
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第５
２条の１０第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

小組合の定款変更の届出の受
理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第５
２条の１０第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

小組合の臨時総会招集の承認
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第５
２条の１０第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

小組合の臨時総代会招集の承
認

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第５
２条の１０第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

共済事業を行う小組合の解散の
認可

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第５
２条の１０第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

都道府県指導センターの指定
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第５
７条の３第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

都道府県指導センターの所在地
の公示

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第５
７条の３第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

都道府県指導センターの所在地
変更届けの受理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第５
７条の３第４項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

都道府県指導センターの業務の
一部委託の承認

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第５
７条の４第２項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

都道府県指導センターの手数料
徴収の承認

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第５
７条の４第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

都道府県指導センターの事業計
画書等の受理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第５
７条の５第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

都道府県指導センターの事業状
況等の報告の受理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第５
７条の５第２項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

利用者、消費者の意見の具申
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第６
１条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

役員解任勧告の意見の聴取の
通知

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律第６
２条第２項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合の設立申請書の受理
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第１条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合の定款変更申請書の受理
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第２条第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合の定款変更届出書の受理
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第２条の２第２項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

適正化規程の申請書の受理
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第３条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

適正化規程の変更申請書の受
理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第４条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

適正化規程の廃止届出書の受
理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第５条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

共済規程の申請書の受理
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第５条の２第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

共済規程の変更申請書の受理
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第５条の２第２項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

共済規程の廃止申請書の受理
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第５条の２第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合協約の申請書の受理
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第５条の９

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合協約の変更申請書の受理
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第５条の１０

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合協約の廃止届出書の受理
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第５条の１１

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合協約に関するあっせん又は
調停申請書の受理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第５条の１３

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合の役員変更届出書の受理
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第６条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

組合の総会及び総代会の招集
申請書の受理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第７条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合の解散決議の認可申請書
の受理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第８条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合の解散届出書の受理
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第９条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合員以外の者に対する事業活
動の改善の勧告に関する申出書
の受理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第９条の２

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

調査申出書の受理
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第１０条の２

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

組合員の異動報告書の受理
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第１１条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

小組合の設立認可申請書の受
理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第１３条の２

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

小組合の合併認可申請書の受
理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第１３条の３

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

小組合の定款変更申請書の受
理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第１３条の４

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

小組合の組合協約に関するあっ
せん又は調停申請書の受理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第１３条の４

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

小組合の役員変更届出書の受
理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第１３条の４

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

小組合の総会及び総代会の招
集申請書の受理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第１３条の４

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

小組合の解散決議の認可申請
書の受理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第１３条の４

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

小組合の解散届出書の受理
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第１３条の４

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

小組合員の異動報告書の受理
生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第１３条の４

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

都道府県指導センターの指定申
請書の受理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第１７条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

都道府県指導センターの業務の
一部委任申請書の受理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第１８条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

都道府県指導センターの事業計
画書等の受理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第１９条第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

都道府県指導センターの事業報
告書等の受理

生活衛生関係営業の運営の適
正化及び振興に関する法律施行
規則第１９条第２項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

理容所開設の届出 理容師法第１１条第１項 5,000 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

理容所変更等の届出 理容師法第１１条第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

相続による理容所開設者の地位
の承継をした者の届出

理容師法第１１条の３第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付書類につ
いて一部オンライン化困難

合併又は分割による理容所開設
者の地位の承継をした者の届出

理容師法第１１条の３第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

1 1

電子認証制度に
より商業・法人
登記簿謄抄本
の添付について
省略

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

美容所開設の届出 美容師法第１１条第１項 11,000 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

美容所変更等の届出 美容師法第１１条第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

相続による美容所開設者の地位
の承継をした者の届出

美容師法第１２条の２第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付書類につ
いて一部オンライン化困難

合併又は分割による美容所開設
者の地位の承継をした者の届出

美容師法第１２条の２第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

1 1

電子認証制度に
より商業・法人
登記簿謄抄本
の添付について
省略

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

クリーニング所開設の届出 クリーニング業法第５条第１項 7,000 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

クリーニング所変更等の届出 クリーニング業法第５条第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

相続によるクリーニング所開設
者の地位の承継をした者の届出

クリーニング業法第５条の３第２
項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付書類につ
いて一部オンライン化困難

合併又は分割によるクリーニン
グ所開設者の地位の承継をした
者の届出

クリーニング業法第５条の３第２
項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

1 1

電子認証制度に
より商業・法人
登記簿謄抄本
の添付について
省略

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

クリーニング師試験の受験
クリーニング業法施行規則第３
条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

クリーニング師指定試験機関の
事業報告書及び収支決算書の
提出

クリーニング業法第７条の１０第
３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

クリーニング師試験の実施報告
クリーニング業法施行規則第３
条の１１第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

クリーニング師免許証の交付の
申請

クリーニング業法施行規則第４
条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

興行場の営業の許可 興行場法第２条第１項 500 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

相続、合併又は分割による興行
場営業者の地位の承継をした者
の届出

興行場法第２条の２第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

旅館業の営業の許可 旅館業法第３条第１項 3,000 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

相続により旅館業営業者の地位
の承継をした者の申請

旅館業法第３条の３第１項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付書類につ
いて一部オンライン化困難

合併又は分割により旅館業営業
者の地位の承継をした者の承認
申請

旅館業法第３条の２第１項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

旅館業の変更等の届出 旅館業法施行規則第４条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

公衆浴場業の営業の許可 公衆浴場法第２条第１項 1,100 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

相続による公衆浴場業営業者の
地位の承継をした者の届出

公衆浴場法第２条の２第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付書類につ
いて一部オンライン化困難

合併又は分割による公衆浴場業
営業者の地位の承継をした者の
届出

公衆浴場法第２条の２第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

公衆浴場業の変更等の届出 公衆浴場法施行規則第４条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

水道事業の認可の申請 水道法第６条第１項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付書類につ
いて一部オンライン化困難

水道事業の給水区域、取水地点
等事業変更の認可

水道法第１０条第１項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付書類につ
いて一部オンライン化困難

水道事業の軽微な変更等の届
出

水道法第１０条第３項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付書類につ
いて一部オンライン化困難
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

水道事業の全部又は一部の休
廃止の許可

水道法第１１条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

水道事業の譲り渡しに伴う廃止
届出

水道法第１１条第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

給水開始前の届出 水道法第１３条第１項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

供給規程の届出 水道法第１４条第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

地方公共団体以外の水道事業
者の供給条件の変更の認可（１）
料金（２）需要者の負担等

水道法第１４条第３項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

業務委託届出 水道法第２４条の３第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

給水装置工事の事業を行う者の
指定

水道法第２５条の２ － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定給水装置工事事業者の変
更の届出

水道法第２５条の７ － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

水道用水供給事業の認可 水道法第２６条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付書類につ
いて一部オンライン化困難

水道用水供給事業の給水対象、
浄水方法等変更の認可

水道法第３０条第１項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付書類につ
いて一部オンライン化困難

水道用水供給事業の軽微な変
更等の届出

水道法第３０条第３項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

水道用水供給事業の全部又は
一部の休廃止の許可

水道法第３１条（第１１条準用） － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

水道用水供給事業の譲り渡しに
伴う廃止届出

水道法第３１条（第１１条第２項
準用）

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

水道用水供給事業の業務委託
届出

水道法第３１条（第２４条の３第２
項準用）

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

専用水道の布設工事設計書の
確認申請

水道法第３３条第１項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付書類につ
いて一部オンライン化困難

専用水道の確認申請書の記載
事項の変更届出

水道法第３３条第３項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

専用水道の業務委託届出
水道法第３４条第１項（第２４条
の３第２項準用）

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

緊急避難の通知 検疫法第２３条第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

健康診断の勧告等の通知
感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律第
１７条第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

就業制限の通知
感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律第
１８条第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

入院の勧告等の通知
感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律第
２３条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

消毒その他の措置の通知
感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律第
３６条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

新感染症の所見がある者の入
院に係る書面による通知

感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律第
４９条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策検討

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

方法書について、住民意見書の
受理（廃棄物最終処分場設置事
業）

環境影響評価法第８条第１項、
第９条第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0 事業者としての自治事務

準備書について、住民意見書の
受理（廃棄物最終処分場設置事
業）

環境影響評価法第18条第１項、
第19条第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0 事業者としての自治事務

薬局の休廃止等の届出 薬事法第１０条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

配置従事の届出 薬事法第３２条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

一般販売業の休廃止等の届出 薬事法第３８条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

薬種商販売業の休廃止等の届
出

薬事法第３８条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

配置販売業の休廃止等の届出 薬事法第３８条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

特例販売業の休廃止等の届出 薬事法第３８条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

取扱い処方せん数の届出 薬事法施行令第１条の２ － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

薬局開設又は医薬品の販売業
の許可証の返納

薬事法施行令第４条の２ － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

薬局開設又は医薬品の販売業
の許可証の添付に係るオンライ
ン化困難。
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

薬局の開設の申請 薬事法施行規則第１条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

電子認証制度に
より商業・法人
登記簿謄抄本
の添付について
省略

0

医師の診断書（民間発行）、使用
関係を証する書類（民間発行）の
添付に係るオンライン化困難。
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

薬局開設の許可証の書換え交
付の申請

薬事法施行規則第４条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

薬局開設の許可証の再交付の
申請

薬事法施行規則第５条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

薬局開設の許可の更新の申請 薬事法施行規則第７条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

薬局開設許可証の添付に係るオ
ンライン化困難。
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

14 / 46 ページ 別添地方１Ａ



別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

薬局開設の変更の届出 薬事法施行規則第12条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

電子認証制度に
より商業・法人
登記簿謄抄本
の添付について
省略

0

使用関係を証する書類（民間発
行）、医師の診断書（民間発行）
の添付に係るオンライン化困難。
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

一般販売業の許可の申請 薬事法施行規則第２９条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

電子認証制度に
より商業・法人
登記簿謄抄本
の添付について
省略

0

医師の診断書（民間発行）、使用
関係を証する書類（民間発行）の
添付に係るオンライン化困難。
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

一般販売業の許可証の書換え
交付の申請

薬事法施行規則第２９条の３ － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

一般販売業の許可証の再交付
の申請

薬事法施行規則第２９条の３ － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

一般販売業の許可の更新の申
請

薬事法施行規則第２９条の３ － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

医薬品販売業許可証の添付に
係るオンライン化困難。
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

一般販売業の変更の届出 薬事法施行規則第２９条の３ － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

電子認証制度に
より商業・法人
登記簿謄抄本
の添付について
省略

0

使用関係を証する書類（民間発
行）、医師の診断書（民間発行）
の添付に係るオンライン化困難。
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

医薬品の販売又は授与の相手
方変更の許可の申請

薬事法施行規則第２９条の４ － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

使用関係を証する書類（民間発
行）の添付に係るオンライン化困
難。
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

変更の届出 薬事法施行規則第２９条の６ － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

法第２６条第３項ただし書きの規
定による許可の許可証の書換え
交付の申請

薬事法施行規則第２９条の８ － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

法第２６条第４項ただし書きの規
定による許可の許可証の再交付
の申請

薬事法施行規則第２９条の８ － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

薬種証販売業の許可の申請 薬事法施行規則第３０条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

電子認証制度に
より商業・法人
登記簿謄抄本
の添付について
省略

0

医師の診断書（民間発行）、卒業
証明書（民間発行）の添付に係
るオンライン化困難。
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

配置販売業の許可の申請 薬事法施行規則第３１条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

電子認証制度に
より商業・法人
登記簿謄抄本
の添付について
省略

0

医師の診断書（民間発行）、卒業
証明書（民間等発行）等の添付
に係るオンライン化困難。
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

特例販売業の許可の申請 薬事法施行規則第３２条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

電子認証制度に
より商業・法人
登記簿謄抄本
の添付について
省略

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

医薬品の販売業の許可証の書
換交付の申請

薬事法施行規則第３３条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

医薬品の販売業の許可証の再
交付の申請

薬事法施行規則第３３条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

医薬品の販売業の許可証の更
新の申請

薬事法施行規則第３３条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

医薬品販売業許可証の添付に
係るオンライン化困難。
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

医薬品の販売業の許可証の変
更の届出

薬事法施行規則第３３条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

電子認証制度に
より商業・法人
登記簿謄抄本
の添付について
省略

0

医師の診断書（民間発行）の添
付に係るオンライン化困難。
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

品目指定の追加の申請（配置・
特例販売業）

薬事法施行規則第４０条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

毒物劇物製造業の登録の申請
毒物及び劇物取締法第４条第１
項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

電子認証制度に
より商業・法人
登記簿謄抄本
の添付について
省略

0

実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物輸入業の登録の申請
毒物及び劇物取締法第４条第１
項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

電子認証制度に
より商業・法人
登記簿謄抄本
の添付について
省略

0

実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物販売業の登録の申請
毒物及び劇物取締法第４条第１
項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

電子認証制度に
より商業・法人
登記簿謄抄本
の添付について
省略

0

実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物製造業の登録の更新
の申請

毒物及び劇物取締法第４条第４
項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付資料についてオンライン化
困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物輸入業の登録の更新
の申請

毒物及び劇物取締法第４条第４
項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付資料についてオンライン化
困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物販売業の登録の更新
の申請

毒物及び劇物取締法第４条第４
項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付資料についてオンライン化
困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物製造業の登録の変更
の申請

毒物及び劇物取締法第９条第１
項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物輸入業の登録の変更
の申請

毒物及び劇物取締法第９条第１
項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物製造業における毒物劇
物取扱責任者の設置の届出

毒物及び劇物取締法第７条第３
項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

一部資料について（診断書・雇用
証明書・成績証明書等）オンライ
ン化困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムでオンラインで受け付け個
別システムに流す計画が進んで
いるが、それを自治事務につい
ても利用する方針

毒物劇物輸入業における毒物劇
物取扱責任者の設置の届出

毒物及び劇物取締法第７条第３
項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

一部資料について（診断書・雇用
証明書・成績証明書等）オンライ
ン化困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムでオンラインで受け付け個
別システムに流す計画が進んで
いるが、それを自治事務につい
ても利用する方針

毒物劇物販売業における毒物劇
物取扱責任者の設置の届出

毒物及び劇物取締法第７条第３
項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

一部資料について（診断書・雇用
証明書・成績証明書等）オンライ
ン化困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムでオンラインで受け付け個
別システムに流す計画が進んで
いるが、それを自治事務につい
ても利用する方針
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

業務上取扱者における毒物劇物
取扱責任者の設置の届出

毒物及び劇物取締法第２２条第
４項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

一部資料について（診断書・雇用
証明書・成績証明書等）オンライ
ン化困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムでオンラインで受け付け個
別システムに流す計画が進んで
いるが、それを自治事務につい
ても利用する方針

毒物劇物製造業者における毒物
劇物取扱責任者の変更の届出

毒物及び劇物取締法第７条第３
項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

一部資料について（診断書・雇用
証明書・成績証明書等）オンライ
ン化困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムでオンラインで受け付け個
別システムに流す計画が進んで
いるが、それを自治事務につい
ても利用する方針

毒物劇物輸入業者における毒物
劇物取扱責任者の変更の届出

毒物及び劇物取締法第７条第３
項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

一部資料について（診断書・雇用
証明書・成績証明書等）オンライ
ン化困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムでオンラインで受け付け個
別システムに流す計画が進んで
いるが、それを自治事務につい
ても利用する方針

毒物劇物販売業者における毒物
劇物取扱責任者の変更の届出

毒物及び劇物取締法第７条第３
項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

一部資料について（診断書・雇用
証明書・成績証明書等）オンライ
ン化困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムでオンラインで受け付け個
別システムに流す計画が進んで
いるが、それを自治事務につい
ても利用する方針

業務上取扱者における毒物劇物
取扱責任者の変更の届出

毒物及び劇物取締法第２２条第
４項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

一部資料について（診断書・雇用
証明書・成績証明書等）オンライ
ン化困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムでオンラインで受け付け個
別システムに流す計画が進んで
いるが、それを自治事務につい
ても利用する方針

毒物劇物製造業者の変更の届
出

毒物及び劇物取締法第１０条第
１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

電子認証制度に
より商業・法人
登記簿謄抄本
の添付について
省略

0

実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物輸入業者の変更の届
出

毒物及び劇物取締法第１０条第
１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

電子認証制度に
より商業・法人
登記簿謄抄本
の添付について
省略

0

実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物販売業者の変更の届
出

毒物及び劇物取締法第１０条第
１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

電子認証制度に
より商業・法人
登記簿謄抄本
の添付について
省略

0

実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物製造業の廃止の届出
毒物及び劇物取締法第１０条第
１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付資料についてオンライン化
困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物輸入業の廃止の届出
毒物及び劇物取締法第１０条第
１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付資料についてオンライン化
困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物販売業の廃止の届出
毒物及び劇物取締法第１０条第
１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付資料についてオンライン化
困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

特定毒物研究者の許可の申請 毒物及び劇物取締法第６条の２ － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付資料についてオンライン化
困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

特定毒物研究者の変更の届出
毒物及び劇物取締法第１０条第
２項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

特定毒物研究者の廃止の届出
毒物及び劇物取締法第１０条第
２項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付資料についてオンライン化
困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物輸入業の登録が失効し
た場合の措置の相続人の届出

毒物及び劇物取締法第２１条第
４項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物販売業の登録が失効し
た場合の措置の相続人の届出

毒物及び劇物取締法第２１条第
４項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

業務上取扱者の届出
毒物及び劇物取締法第２２条第
１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

業務上取扱者の変更の届出
毒物及び劇物取締法第２２条第
３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

業務上取扱者の廃止の届出
毒物及び劇物取締法第２２条第
３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物製造業の登録票の書
き換え交付の申請

毒物及び劇物取締法施行令第３
５条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付資料についてオンライン化
困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物輸入業の登録票の書
き換え交付の申請

毒物及び劇物取締法施行令第３
５条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付資料についてオンライン化
困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物販売業の登録票の書
き換え交付の申請

毒物及び劇物取締法施行令第３
５条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付資料についてオンライン化
困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

特定毒物研究者の許可証の書
き換え交付の申請

毒物及び劇物取締法施行令第３
５条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付資料についてオンライン化
困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物製造業の登録票の再
交付の申請

毒物及び劇物取締法施行令第３
６条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付資料についてオンライン化
困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物輸入業の登録票の再
交付の申請

毒物及び劇物取締法施行令第３
６条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付資料についてオンライン化
困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物販売業の登録票の再
交付の申請

毒物及び劇物取締法施行令第３
６条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付資料についてオンライン化
困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

特定毒物研究者の許可証の再
交付の申請

毒物及び劇物取締法施行令第３
６条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付資料についてオンライン化
困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物販売業の登録票の書
き換え交付の申請

毒物及び劇物取締法施行令第３
５条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付資料についてオンライン化
困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

毒物劇物販売業の登録票の再
交付の申請

毒物及び劇物取締法施行令第３
６条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付資料についてオンライン化
困難
実施方策の提示については、現
在国の行う事務を汎用受付シス
テムと個別システムを接続する
計画が進んでいるが、それを自
治事務についても利用したい。

害虫防除実施の届出
毒物及び劇物取締法施行令第１
８条第２号、毒物及び劇物取締
法施行令第２４条第２号

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示については、地
方公共団体が整備する汎用受
付システムの利用も考えられる
し、国が整備している汎用受付シ
ステムを利用することも考えられ
る。

麻薬取扱者の免許（１）麻薬卸売
業者（２）麻薬小売業者（３）麻薬
施用者（４）麻薬管理者（５）麻薬
研究者

麻薬及び向精神薬取締法第３条
第１項

90,000 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。一部資料につ
いてオンライン化困難（資格要件
許可書写、診断書（民間発行））

麻薬取扱者の麻薬に関する業務
又は研究廃止の届出（１）麻薬卸
売業者（２）麻薬小売業者（３）麻
薬施用者（４）麻薬管理者（５）麻
薬研究者

麻薬及び向精神薬取締法第７条
第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

麻薬取扱者の資格喪失の届出
（１）麻薬卸売業者（２）麻薬小売
業者（３）麻薬施用者（４）麻薬管
理者（５）麻薬研究者

麻薬及び向精神薬取締法第７条
第２項（第７条第１項準用）

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

麻薬取扱者の死亡又は解散の
届出（１）麻薬卸売業者（２）麻薬
小売業者（３）麻薬施用者（４）麻
薬管理者（５）麻薬研究者

麻薬及び向精神薬取締法第７条
第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

麻薬取扱者の免許証記載事項
の変更の届出（１）麻薬卸売業者
（２）麻薬小売業者（３）麻薬施用
者（４）麻薬管理者（５）麻薬研究
者

麻薬及び向精神薬取締法第９条
第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

麻薬取扱者の免許証の再交付
（１）麻薬卸売業者（２）麻薬小売
業者（３）麻薬施用者（４）麻薬管
理者（５）麻薬研究者

麻薬及び向精神薬取締法第１０
条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

向精神薬営業者の免許（１）向精
神薬卸売業者（２）向精神薬小売
業者

麻薬及び向精神薬取締法第５０
条第１項

20,000 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

電子認証制度に
より商業・法人
登記簿謄抄本
の添付について
省略

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。一部資料につ
いてオンライン化困難（診断書
（民間発行））

向精神薬営業者の向精神薬に
関する業務又は研究廃止の届
出（１）向精神薬卸売業者（２）向
精神薬小売業者

麻薬及び向精神薬取締法第５０
条の４（第７条第１項準用）

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

向精神薬営業者の死亡又は解
散の届出（１）向精神薬卸売業者
（２）向精神薬小売業者

麻薬及び向精神薬取締法第５０
条の４（第７条第３項準用）

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

向精神薬営業者の免許証記載
事項の変更の届出（１）向精神薬
卸売業者（２）向精神薬小売業者

麻薬及び向精神薬取締法第５０
条の４（第９条第１項準用）

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

向精神薬営業者の免許証の再
交付（１）向精神薬卸売業者（２）
向精神薬小売業者

麻薬及び向精神薬取締法第５０
条の４（第１０条準用）

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

向精神薬試験研究施設の設置
者の登録

麻薬及び向精神薬取締法第５０
条の５第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

向精神薬試験研究施設設置者
の向精神薬に関する学術研究又
は試験検査の廃止の届出

麻薬及び向精神薬取締法第５０
条の７（第７条第１項準用）

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

向精神薬試験研究施設設置者
の死亡又は解散の届出

麻薬及び向精神薬取締法第５０
条の７（第７条第３項準用）

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

向精神薬試験研究施設設置者
の登録証記載事項の変更の届
出

麻薬及び向精神薬取締法第５０
条の７（第９条第１項準用）

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

向精神薬試験研究施設設置者
の登録証の再交付

麻薬及び向精神薬取締法第５０
条の７（第１０条第１項準用）

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

向精神薬取扱責任者の届出（１）
向精神薬卸売業者（２）向精神薬
小売業者

麻薬及び向精神薬取締法第５０
条の２０第４項前段

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

向精神薬取扱責任者の変更の
届出（１）向精神薬卸売業者（２）
向精神薬小売業者

麻薬及び向精神薬取締法第５０
条の２０第４項後段

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

麻薬等原料営業者の業務の届
出（１）特定麻薬等原料卸小売業
者

麻薬及び向精神薬取締法第５０
条の２７前段

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1
提出部数の削
減（２部→１部）

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

麻薬等原料営業者の業務の変
更の届出（１）特定麻薬等原料卸
小売業者

麻薬及び向精神薬取締法第５０
条の２７後段

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1
提出部数の削
減（２部→１部）

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

麻薬等原料営業者の業務廃止
の届出（１）特定麻薬等原料卸小
売業者

麻薬及び向精神薬取締法第５０
条の２８第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

麻薬等原料営業者の死亡又は
解散の届出（１）特定麻薬等原料
卸小売業者

麻薬及び向精神薬取締法第５０
条の２８第２項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

大麻取扱者の免許 大麻取締法第５条 400 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

免許の取消の申請 大麻取締法第１０条第１項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

死亡・解散の届出 大麻取締法第１０条第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

名簿の登録事項の変更事項の
届出

大麻取締法第１０条第５項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

免許証の再交付 大麻取締法第１０条第６項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

大麻研究者の報告 大麻取締法第１７条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

覚せい剤施用機関の業務廃止
等の届出

覚せい剤取締法第９条第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

覚せい剤研究者の研究廃止の
届出

覚せい剤取締法第９条第３項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

覚せい剤施用機関の名称変更
の届出

覚せい剤取締法第１２条第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

覚せい剤研究者の氏名等変更
の届出

覚せい剤取締法第１２条第３項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

覚せい剤原料取扱者、覚せい剤
原料研究者の死亡等による業務
廃止等の届出

覚せい剤取締法第３０条の４第１
項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

覚せい剤原料取扱者、覚せい剤
原料研究者の死亡に伴う指定失
効時に保有していた覚せい剤原
料の品名、数量及び指定失効後
譲渡した覚せい剤原料の品名、
数量等の報告

覚せい剤取締法第３０条の１５第
４項（第２４条第４項準用）

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

覚せい剤施用機関、覚せい剤研
究者の指定

覚せい剤取締法第３条第１項 450 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

覚せい剤施用機関、覚せい剤研
究者の死亡等による業務廃止等
の届出

覚せい剤取締法第９条第２項第
３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

覚せい剤施用機関、覚せい剤研
究者の指定証の再交付の申請
の受理

覚せい剤取締法第１１条第１項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

覚せい剤施用機関、覚せい剤研
究者の旧指定証の返納

覚せい剤取締法第１１条第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

覚せい剤施用機関、覚せい剤研
究者の死亡等に伴なう指定失効
時に保有していた覚せい剤の品
名、数量及び指定失効後譲渡し
た導せい剤の品名、数量等の報
告

覚せい剤取締法第２４条第4項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

覚せい剤原料取扱者、覚せい剤
原料研究者の指定

覚せい剤取締法第３０条の２ 430 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1
提出部数の削
減（２部→１部）

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

覚せい剤原料取扱者、覚せい剤
原料研究者の死亡等による業務
廃止等の届出

覚せい剤取締法第３０条の４第２
項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

覚せい剤施用機関の氏名等変
更の届出

覚せい剤取締法第12条第2項 0 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

覚せい剤研究者の氏名等変更
の届出

覚せい剤取締法第12条第3項 0 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付資料につ
いてオンライン化困難

医療用具の販売業・賃貸業の届
出

薬事法第３９条 － 法令改正検討
実施方策の提

示
0 0 0

営業所の図面
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う

医療用具の販売業・賃貸業の休
止・廃止・再開、変更届

薬事法第４０条 － 法令改正検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

毒物劇物製造業の登録が失効し
た場合の措置の届出

毒物及び劇物取締法第２１条第
１項

0 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示については、地
方公共団体が整備する汎用受
付システムの利用も考えられる
し、国が整備している汎用受付シ
ステムを利用することも考えられ
る。
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地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

毒物劇物輸入業の登録が失効し
た場合の措置の届出

毒物及び劇物取締法第２１条第
１項

0 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示については、地
方公共団体が整備する汎用受
付システムの利用も考えられる
し、国が整備している汎用受付シ
ステムを利用することも考えられ
る。

毒物劇物販売業の登録が失効し
た場合の措置の届出

毒物及び劇物取締法第２１条第
１項

0 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示については、地
方公共団体が整備する汎用受
付システムの利用も考えられる
し、国が整備している汎用受付シ
ステムを利用することも考えられ
る。

特定毒物研究者の許可が失効し
た場合の措置の届出

毒物及び劇物取締法第２１条第
１項

0 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示については、地
方公共団体が整備する汎用受
付システムの利用も考えられる
し、国が整備している汎用受付シ
ステムを利用することも考えられ
る。

特定毒物使用者でなくなった場
合の措置の届出

毒物及び劇物取締法第２１条第
１項

0 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示については、地
方公共団体が整備する汎用受
付システムの利用も考えられる
し、国が整備している汎用受付シ
ステムを利用することも考えられ
る。

毒物劇物製造業の登録が失効し
た場合の措置の相続人の届出

毒物及び劇物取締法第２１条第
４項

0 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示については、地
方公共団体が整備する汎用受
付システムの利用も考えられる
し、国が整備している汎用受付シ
ステムを利用することも考えられ
る。

特定毒物研究者の許可が失効し
た場合の措置の相続人の届出

毒物及び劇物取締法第２１条第
４項

0 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示については、地
方公共団体が整備する汎用受
付システムの利用も考えられる
し、国が整備している汎用受付シ
ステムを利用することも考えられ
る。

特定毒物使用者でなくなった場
合の措置の相続人の届出

毒物及び劇物取締法第２１条第
４項

0 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示については、地
方公共団体が整備する汎用受
付システムの利用も考えられる
し、国が整備している汎用受付シ
ステムを利用することも考えられ
る。

食品衛生管理者の設置及び変
更の届出

食品衛生法第１９条の１７第６項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

証明書等の添付が必要な場合
があり、一部オンライン化は困
難。実施方策の提示は、法令の
解釈を示すとともに、システム等
については各地方公共団体に委
ねる旨の通知を行う。

営業許可の申請
食品衛生法施行規則第２０条第
１項（食品衛生法第２１条第１項）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

営業許可の更新の申請
食品衛生法施行規則第２０条第
２項（食品衛生法第２１条第１項）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

相続による営業許可の承継の届
出

食品衛生法施行規則第２０条の
２（食品衛生法第２１条の２第２
項）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

合併による営業許可の承継の届
出

食品衛生法施行規則第２０条の
３（食品衛生法第２１条の２第２
項）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスで添付書類
（登記簿謄本）
の省略を検討し
うる。

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

分割による営業許可の承継の届
出

食品衛生法施行規則第２０条の
４（食品衛生法第２１条の２第２
項）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスで添付書類
（登記簿謄本）
の省略を検討し
うる。

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

と畜場設置の許可の申請 と畜場法第３条第１項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスで添付書類
（登記簿謄本）
の省略を検討し
うる。

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

と畜場の構造設備等の変更につ
いての届出

と畜場法第３条第３項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスで添付書類
（登記簿謄本）
の省略を検討し
うる。

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

自家用と殺の届出 と畜場法第９条第１項第１号 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

と殺又は解体の検査の申請 と畜場法第１０条第５項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

死亡診断書又は死体検索書添
付につき、全面的なオンライン化
は困難。

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

食鳥処理事業の許可の申請
食鳥処理の事業の規制及び食
鳥検査に関する法律第３条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスで添付書類
（登記簿謄本）
の省略を検討し
うる。

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

食鳥処理場の軽微な変更等の
届出

食鳥処理の事業の規制及び食
鳥検査に関する法律第６条第３
項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

食鳥処理事業の許可の相続、合
併及び分割による承継の届出

食鳥処理の事業の規制及び食
鳥検査に関する法律第７条第２
項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

食鳥検査の申請
食鳥処理の事業の規制及び食
鳥検査に関する法律第１５条第
５項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

認定小規模食鳥処理業者の確
認規程の認定の申請

食鳥処理の事業の規制及び食
鳥検査に関する法律第１６条第
１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

認定小規模食鳥処理業者の確
認状況の報告

食鳥処理の事業の規制及び食
鳥検査に関する法律第１６条第
７項及び同法施行規則第１３条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

届出食肉販売業の届出
食鳥処理の事業の規制及び食
鳥検査に関する法律第１７条第
１項第４号

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

製菓衛生師免許の申請
製菓衛生師法第７条、同法施行
令第１条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

医師の診断書等を添付すること
から、全面的なオンライン化は困
難、免許証のオンライン化は困
難。

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

免許証が現物のため

製菓衛生師名簿の登録事項の
訂正の申請

製菓衛生師法施行令第３条〈製
菓衛生師法〉

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

製菓衛生師免許証は現物である
ため、一部オンライン化困難。

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

免許証が現物のため

製菓衛生師名簿からの消除の
申請

製菓衛生師法施行令第４条第１
項及び第７条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

製菓衛生師免許証は現物である
ため、一部オンライン化困難。

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

免許証が現物のため

製菓衛生師免許証の書換え申
請

製菓衛生師法施行令第５条第２
項〈製菓衛生師法〉

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

製菓衛生師免許証は現物である
ため、一部オンライン化困難。

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

免許証が現物のため

製菓衛生師免許証の再交付の
申請

製菓衛生師法施行令第６条第２
項、第３項及び第４項〈製菓衛生
師法〉

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

製菓衛生師免許証は現物である
ため、一部オンライン化困難。

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

免許証が現物のため

製菓衛生師指定養成施設の構
造設備等の変更の届出

製菓衛生師法施行令第１０条第
３項〈製菓衛生師法〉

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

と畜場使用料又はと殺解体料の
認可及び変更の認可の申請

と畜場法第８条第１項 － 実施方策検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

と畜場以外の場所で獣畜をと殺
する許可の申請

と畜場法施行令第３条第１項第
２号〈と畜場法第９条第１項第５
号〉

－ 実施方策検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

食鳥処理場の構造又は設備の
変更の許可申請

食鳥処理の事業の規制及び食
鳥検査に関する法律第６条第１
項

－ 実施方策検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

食鳥処理衛生管理者の設置及
び変更の届出

食鳥処理の事業の規制及び食
鳥検査に関する法律第１２条第
４項及び同法施行規則第７条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

食鳥処理事業の休廃止等の届
出

食鳥処理の事業の規制及び食
鳥検査に関する法律第１４条

－ 実施方策検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

認定小規模食鳥処理業者の確
認規程の変更の認定申請

食鳥処理の事業の規制及び食
鳥検査に関する法律第１６条第
２項

－ 実施方策検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

認定小規模食鳥処理業者の確
認規程の廃止の届出

食鳥処理の事業の規制及び食
鳥検査に関する法律第１６条第
８項

－ 実施方策検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

死亡獣畜の解体、埋却又は消却
を、死亡獣畜取扱所以外の施設
又は区域で行う許可の申請

化製場等に関する法律第２条第
２項

－ 実施方策検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

化製場等の設置許可の申請
化製場等に関する法律第３条第
１項

－ 実施方策検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

化製場等の設置許可の変更の
届出

化製場等に関する法律第３条第
２項

－ 実施方策検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

魚介類鳥類等製造貯蔵施設の
設置の許可

化製場等に関する法律第８条 － 実施方策検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

動物の飼養又は収容の許可の
申請

化製場等に関する法律第９条第
１項

－ 実施方策検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

都道府県の条例で動物飼養等
の基準が定められた場合の２ヶ
月間の猶予期間中の届出

化製場等に関する法律第９条第
４項

－ 実施方策検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

雇用管理の改善事業についての
計画の認定

中小企業における労働力の確保
及び良好な雇用の機会の創出
のための雇用管理の改善の促
進に関する法律第４条
（「経済社会の急速な変化に対
応して行う中高年齢者の円滑な
再就職の促進、雇用の機会の創
出等を図るための雇用保険法等
の臨時の特例措置に関する法
律」第４条第２項の規定により読
み替えて適用する場合を含む）

9,700 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

雇用管理の改善事業についての
計画の変更の認定

中小企業における労働力の確保
及び良好な雇用の機会の創出
のための雇用管理の改善の促
進に関する法律第５条第１項、第
３項
（「経済社会の急速な変化に対
応して行う中高年齢者の円滑な
再就職の促進、雇用の機会の創
出等を図るための雇用保険法等
の臨時の特例措置に関する法
律」第４条第２項の規定により読
み替えて適用する場合を含む）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

提出部数の削
減

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

シルバー人材センターの指定

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律施行規則第45条（高
年齢者等の雇用の安定等に関
する法律施行規則第41条準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

不動産登記につ
いてインターネッ
ト登記情報提供
サービスの利用
により代替可

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

シルバー人材センターの名称の
変更

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律施行規則第45条（高
年齢者等の雇用の安定等に関
する法律施行規則第42条準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

シルバー人材センターの事業計
画書及び収支予算書の提出

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律第48条（高年齢者等
の雇用の安定等に関する法律第
42条第１項前段準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

シルバー人材センターの事業計
画書及び収支予算書の変更

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律第48条（高年齢者等
の雇用の安定等に関する法律第
42条第１項後段準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

シルバー人材センターの事業報
告書及び収支決算書の提出

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律第48条（高年齢者等
の雇用の安定等に関する法律第
42条第２項準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

シルバー人材センター連合の指
定

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律施行規則第47条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

不動産登記につ
いてインターネッ
ト登記情報提供
サービスの利用
により代替可

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

シルバー人材センター連合の名
称の変更

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律施行規則第47条の４
（高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律施行規則第42条）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

シルバー人材センター連合の事
業計画書及び収支予算書の提
出

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律施行規則第47条の４
（高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律施行規則第43条第１
項準用）

47 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

シルバー人材センター連合の事
業計画書及び収支予算書の変
更

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律施行規則第47条の４
（高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律施行規則第43条第２
項準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

シルバー人材センター連合の事
業報告書及び収支決算書の提
出

高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律施行規則第47条の４
（高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律施行規則第43条第３
項準用）

47 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

障害者雇用支援センターの指定
の申請

障害者の雇用の促進等に関する
法律第９条の12第１項

7 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

障害者雇用支援センターの住所
等の変更の届出

障害者の雇用の促進等に関する
法律第９条の12第３項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

障害者雇用支援センターの事業
計画書及び収支予算書の提出

障害者の雇用の促進等に関する
法律第９条の15第１項前段

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

変更した障害者雇用支援セン
ターの事業計画書及び収支予算
書の変更の提出

障害者の雇用の促進等に関する
法律第９条の15第１項後段

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

障害者雇用支援センターの事業
報告書及び収支決算書の提出

障害者の雇用の促進等に関する
法律第９条の15第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

改善計画の認定
介護労働者の雇用管理の改善
等に関する法律８条１項

3,000 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

改善計画の変更認定
介護労働者の雇用管理の改善
等に関する法律９条１項

－ 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

職業訓練の認定
職業能力開発促進法第24条第１
項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

認定訓練の指導員訓練の認定
職業能力開発促進法第27条の2
第2項（第24条第1項準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

認定職業訓練に関する事項の変
更の届出

職業能力開発促進法施行規則
第33条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

認定職業訓練の廃止届
職業能力開発促進法施行規則
第34条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

職業訓練施設の設置の承認
職業能力開発促進法施行規則
第35条第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

技能照査の届出
職業能力開発促進法施行規則
第35条の３第１項

50 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

・届出について様式の指定はな
いが、試験問題の提出、特に実
技試験に用いる機器や材料等の
提出は直接行う必要がある。
・実施方策の提示は、法令の解
釈を示すとともに、システム等に
ついては各地方公共団体に委ね
る通知を行う。

試験問題の提出については、今
のところオンライン化できない。

認定職業訓練実施状況報告
職業能力開発促進法施行規則
第36条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

認定訓練の指導員訓練に関する
事項の変更届出

職業能力開発促進法施行規則
第36条の13（第33条準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

認定訓練の指導員訓練の廃止
届

職業能力開発促進法施行規則
第36条の13（第34条準用）

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

職業訓練指導員免許再交付申
請

職業能力開発促進法施行規則
第42条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

住基ネットの活
用により住民票
（戸籍謄抄本）
の添付を省略

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

職業訓練法人の設立の認可
職業能力開発促進法施行規則
第49条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

職業訓練法人の成立の認可
職業能力開発促進法施行規則
第50条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

登記情報提供
サービスにより
添付省略可

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

職業訓練法人の定款又は寄附
行為の変更の認可

職業能力開発促進法施行規則
第51条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

職業訓練法人の解散の認可
職業能力開発促進法施行規則
第52条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

職業訓練法人の解散の届出
職業能力開発促進法施行規則
第53条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

職業訓練法人の残余財産の帰
属の認可

職業能力開発促進法施行規則
第54条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

技能検定の受検の申請
職業能力開発促進法施行規則
第66条第１，２項

200,000 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

・申請書については可。ただし、
添付書類は別送となる。
・実施方策：各地方公共団体で
利用可能な受検申請のオンライ
ン化システムを作成するにあた
り、その作成・運用方針を通知す
る。

技能検定の合格証書の再交付
職業能力開発促進法施行規則
第69条

2,400 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

住基ネットの活
用により住民票
（戸籍謄抄本）
の添付を省略

0

・合格証書は可。損傷により合格
証書を返納する場合は、現物送
付となる。
・実施方策：法令の解釈を示すと
ともに、システム等については各
地方公共団体に委ねる旨の通
知を行う。

事業主等が行う職業訓練の認定 職業能力開発促進法第２４条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

職業訓練法人の設立認可 職業能力開発促進法第３６条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

職業訓練法人設立の届出 職業能力開発促進法第３７条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

職業訓練法人の定款又は寄附
行為の変更の届出

職業能力開発促進法第３９条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

職業訓練法人の解散の届出 職業能力開発促進法第４０条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

事業主による職業訓練認定申請
書の提出

職業能力開発促進法施行規則
第３０条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

事業主団体等による職業訓練認
定申請書の提出

職業能力開発促進法施行規則
第３１条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

職業訓練指導員免許の申請 職業能力開発促進法施行規則 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

都道府県知事間における職業訓
練指導員免許の取消の通知

職業能力開発促進法施行規則 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

職業訓練指導員試験受験申請
書の提出

職業能力開発促進法施行規則 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

職業訓練指導員試験の合格証
書の交付

職業能力開発促進法施行規則 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

職業訓練指導員免許の取消 職業能力開発促進法施行規則 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

職業訓練指導員免許の交付 職業能力開発促進法施行規則 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令解釈を
示すとともに、システム等につい
ては各地方公共団体に委ねる旨
の通知を行う。

職業訓練指導員免許再交付 職業能力開発促進法施行規則 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令解釈を
示すとともに、システム等につい
ては各地方公共団体に委ねる旨
の通知を行う。

職業訓練法人に係る勤労学生
控除の認定職業訓練課程証明

所得税法施行規則第４７条の２
第４項

10 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

入所児童についての届出 児童福祉法施行規則第２７条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

児童福祉施設設置認可
児童福祉法施行規則第３７条第
２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

児童福祉施設の廃止又は休止
の申請

児童福祉法施行規則第３８条第
２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

母子保護の申請 児童福祉法第２３条第１項 1,900 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

母子生活支援施設在所期間の
延長の申請

児童福祉法第３１条第１項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

同居児童の届出 児童福祉法第３０条第１項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

同居終了の届出 児童福祉法第３０条第２項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

里親等希望者の申出 児童福祉法施行規則第３０条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

縁組承諾許可の申請
児童福祉法施行規則第３９条第
１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

添付書類についてオンライン化
困難

母子家庭居宅介護等事業の開
始の届出

母子及び寡婦福祉法第１５条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

母子家庭居宅介護等事業の廃
止又は休止の届出

母子及び寡婦福祉法第１５条の
２

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

母子家庭居宅介護等事業の開
始の際の収支予算書等の届出

母子及び寡婦福祉法施行規則
第３条第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

母子家庭居宅介護当事業の変
更の届出

母子及び寡婦福祉法施行規則
第４条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

売店等の設置の許可申請 母子及び寡婦福祉法第１６条 1,400 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

寡婦居宅介護等事業の開始の
届出

母子及び寡婦福祉法第１９条の
３第３項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

寡婦居宅介護等事業の廃止又
は休止の届出

母子及び寡婦福祉法第１９条の
３第４項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

寡婦居宅介護等事業の開始の
際の収支予算書等の届出

母子及び寡婦福祉法施行規則
第８条第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

寡婦居宅介護等事業の変更の
届出

母子及び寡婦福祉法施行規則
第９条第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

売店等の設置の許可申請（寡
婦）

母子及び寡婦福祉法第１９条の
４

1,400（上
記のもの
と合わせ

て）

法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

保育の申請 児童福祉法第２４条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

保育士試験の受験科目の一部
免除申請（既合格）

児童福祉法施行規則第４１条の
２第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

保育士試験の受験科目の一部
免除申請（専修）

児童福祉法施行規則第４１条の
２第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてはオンライン化困難。実
施方策の提示は、法令の解釈を
示すとともに、システム等につい
ては各地方公共団体に委ねる旨
の通知を行う。

保育士試験受験の申請 児童福祉法施行規則第４３条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

添付書類の減
（平成１６年度の
試験より住民票
提出不要予定）

0

添付書類（被保険者証）の一部
についてはオンライン化困難。実
施方策の提示は、法令の解釈を
示すとともに、システム等につい
ては各地方公共団体に委ねる旨
の通知を行う。

保育士の登録の申請 児童福祉法第１８条の１８第３項 － － －
実施方策の提

示
0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてはオンライン化困難。実
施方策の提示は、法令の解釈を
示すとともに、システム等につい
ては各地方公共団体に委ねる旨
の通知を行う。

保育士登録証の書換え交付申
請

児童福祉法施行令第１６条 － － －
実施方策の提

示
0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてはオンライン化困難。実
施方策の提示は、法令の解釈を
示すとともに、システム等につい
ては各地方公共団体に委ねる旨
の通知を行う。

保育士登録証の再交付申請 児童福祉法施行令第１７条 － － －
実施方策の提

示
0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてはオンライン化困難。実
施方策の提示は、法令の解釈を
示すとともに、システム等につい
ては各地方公共団体に委ねる旨
の通知を行う。

助産の申請 児童福祉法第２２条第１項 約4,400 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

療育給付の申請
児童福祉法施行規則第１０条第
１項

約200 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

指定療育機関の指定の申請 児童福祉法施行規則第１１条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定療育機関の名称変更等の
届出

児童福祉法施行規則第１５条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定療育機関の指定辞退の申
出

児童福祉法施行規則第１６条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

妊娠の届出 母子保健法第１５条
約

1,250,000
法令改正検討 法令整備

実施方策の提
示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

低体重児の届出 母子保健法第１８条 約99,000 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

不妊手術又は人口妊娠中絶を
行った場合の届出

母体保護法第２５条 約240,000 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

養育医療の給付の申請
母子保健法施行規則第９条第１
項

約65,000 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定養育医療機関の指定の申
請

母子保健法施行規則第１０条第
１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定養育医療機関の名称変更
等の届出

母子保健法施行規則第１２条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定療育医療機関の指定辞退
の申出

母子保健法施行規則第１３条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

受胎調節実地指導員の指定の
申請

母体保護法施行規則第９条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

受胎調節実地指導員の指定証
の訂正の申請

母体保護法施行規則第１２条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

受胎調節実地指導員の住所変
更の届出

母体保護法施行規則第１３条第
１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

受胎調節実地指導員の指定証
等の再交付の申請

母体保護法施行規則第１４条第
１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

受胎調節実地指導員の指定の
取消申請

母体保護法施行規則第１５条第
１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

受胎調節実地指導員の認定講
習実施の申請

母体保護法施行規則第１６条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

受胎調節実地指導員の認定講
習実施の変更の申請

母体保護法施行規則第１８条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

施設を設置する第一種社会福祉
事業経営の届出

社会福祉法第62条第1項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

社会福祉施設を設置する第一種
社会福祉事業経営の許可

社会福祉法第62条第2項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

施設を設置する第一種社会福祉
事業経営の事項の変更の届出

社会福祉法第63条第1項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

社会福祉施設を設置する第一種
社会福祉事業の経営内容の変
更の許可

社会福祉法第63条第2項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

施設を必要とする第一種社会福
祉事業の廃止の届出

社会福祉法第64条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

施設を必要としない第一種社会
福祉事業開始の届出

社会福祉法第67条第1項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

施設を必要としない第一種社会
福祉事業経営の許可

社会福祉法第67条第2項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

施設を必要としない第一種社会
福祉事業開始の届出事項等の
変更の届出

社会福祉法第68条前段 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

施設を必要としない第一種社会
福祉事業廃止の届出

社会福祉法第68条後段 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

第二種社会福祉事業開始の届
出

社会福祉法第69条第1項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

第二種社会福祉事業開始の届
出事項変更の届出

社会福祉法第69条第2項前段 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

第二種社会福祉事業廃止の届
出

社会福祉法第69条第2項後段 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

社会福祉事業に関する寄附金募
集の許可

社会福祉法第73条第1項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

寄附金募集結果の報告 社会福祉法第73条第3項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

都道府県福祉人材センターの指
定

社会福祉法第９３条第１項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
抄本の添付につ
いて省略

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

都道府県福祉人材センターの名
称、住所又は事務所の所在地の
変更の届出

社会福祉法第９３条第３項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

事業計画書及び収支予算書の
提出（都道府県福祉人材セン
ター）

社会福祉法第９６条第１項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

事業計画書及び収支予算書の
変更の届出（都道府県福祉人材
センター）

社会福祉法第９６条第１項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

事業報告書及び収支決算書の
提出（都道府県福祉人材セン
ター）

社会福祉法第９６条第２項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

災害援護資金の貸付け
災害弔慰金の支給等に関する法
律第１０条第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方法の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）、住民
基本台帳ネットワークシステムの
利用方法等各地方公共団体共
通のものを示す予定。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

災害援護資金の償還免除
災害弔慰金の支給等に関する法
律第１３条第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方法の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）、住民
基本台帳ネットワークシステムの
利用方法等各地方公共団体共
通のものを示す予定。

災害援護資金の償還に係る違
約金の免除

災害弔慰金の支給等に関する法
律施行令第１０条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方法の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）、住民
基本台帳ネットワークシステムの
利用方法等各地方公共団体共
通のものを示す予定。

災害援護資金の償還金の支払
猶予

災害弔慰金の支給等に関する法
律施行令第１１条第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方法の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）、住民
基本台帳ネットワークシステムの
利用方法等各地方公共団体共
通のものを示す予定。

災害援護資金の償還金の繰上
償還

災害弔慰金の支給等に関する法
律施行令第７条第４項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方法の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）、住民
基本台帳ネットワークシステムの
利用方法等各地方公共団体共
通のものを示す予定。

員外利用の許可
消費生活協同組合法第１２条第
３項ただし書

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）等各
地方公共団体共通のものを示す
予定。

定款変更の認可
消費生活協同組合法第４３条第
３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）等各
地方公共団体共通のものを示す
予定。

共済事業規約の設定、変更、廃
止の認可（変更）（１）実施方法
（２）共済契約　（３）共済掛金及
び責任準備金の額の算出方法

消費生活協同組合法第４３条第
４項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）等各
地方公共団体共通のものを示す
予定。

定款変更の届出
消費生活協同組合法第４３条第
６項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）等各
地方公共団体共通のものを示す
予定。

責任共済等の事業の全部の譲
渡又は共済契約の全部の包括
移転の届出

消費生活協同組合法第５０条の
２第５項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）等各
地方公共団体共通のものを示す
予定。

設立の認可 消費生活協同組合法第５８条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）等各
地方公共団体共通のものを示す
予定。

解散の認可
消費生活協同組合法第６２条第
２項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）等各
地方公共団体共通のものを示す
予定。

解散組合の継続の認可
消費生活協同組合法第６３条第
１項ただし書

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）等各
地方公共団体共通のものを示す
予定。

組合員の減少による解散の届出
消費生活協同組合法第６４条第
２項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）等各
地方公共団体共通のものを示す
予定。

合併の認可
消費生活協同組合法第６５条第
２項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）等各
地方公共団体共通のものを示す
予定。

清算結了の届出
消費生活協同組合法第７３条
（民法　第８３条準用）

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0 手続については法務省が所管

消費生活協同組合監査報告書
の届出

消費生活協同組合法第33条第３
号

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0 手続については法務省が所管

共済事業を行う消費生活協同組
合の資産運用状況の届出

消費生活協同組合財務処理規
則第２０条第６項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0 手続については法務省が所管

財務諸表、事業報告書等の提出
消費生活協同組合財務処理規
則〈消費生活協同組合〉第１１条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）等各
地方公共団体共通のものを示す
予定。

寄附金の額の承認
消費生活協同組合財務処理規
則〈消費生活協同組合〉第２６条
ただし書

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）等各
地方公共団体共通のものを示す
予定。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

身体障害者手帳の申請・交付
身体障害者福祉法第１５条第１
項、第４項、第５項、身体障害者
福祉法施行令第２条の２第１項

約310,000 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

身体障害者手帳の返還
身体障害者福祉法第１６条第１
項

約230,000 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

身体障害者手帳の交付を受けた
者の氏名変更、住所変更の届出

身体障害者福祉法施行令第４条
第２項～５項

概ね4～5
万

法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

身体障害者手帳の再交付の申
請・交付

身体障害者福祉法施行令第５条
第１項、第３項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

更生医療の給付の申請・給付又
は支給

身体障害者福祉法第１９条第１
項
身体障害者福祉法施行規則第１
３条の２第１項、第２項

92,164 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

指定医療機関の診療報酬の請
求

身体障害者福祉法第１９条の５
第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定医療機関の医療の種類の
変更の申請・承認

身体障害者福祉法施行令第５条
の８第２項

5 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定医療機関の名称等の変更
の届出

身体障害者福祉法施行令第５条
の９

2 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

補装具の交付等に関する申請・
交付

身体障害者福祉法第２０条第１
項
児童福祉法第２1条の６第１項

約
1,190,000

法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
1 1

平成13年度に、
意見書のみに
よって市町村が
判断することが
できる物品の追
加を実施

0

本人に補装具を適合させること
が必要であることから、一部のも
ののみ可。
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

盲導犬の貸与の申請・貸与 身体障害者福祉法第２１条の３ － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

売店の設置申請・許可
身体障害者福祉法第２２条第１
項、第３項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

製作物品販売の申請・許可
身体障害者福祉法第２５条第１
項、第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

身体障害者居宅生活支援事業
等の開始の届出

身体障害者福祉法第２６条第１
項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

身体障害者居宅生活支援事業
等の変更の届出

身体障害者福祉法第２６条第２
項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

身体障害者居宅生活支援事業
等の廃止又は休止の届出

身体障害者福祉法第２６条第３
項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

居宅生活支援費の支給申請、居
宅受給者証の交付

身体障害者福祉法第１７条の５
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

支給量の変更の申請、居宅受給
者証の提出

身体障害者福祉法第１７条の７
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

施設訓練等支援費の支給申請、
施設受給者証の交付

身体障害者福祉法第１７条の１１
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

身体障害程度区分の変更の申
請、施設受給者証の提出

身体障害者福祉法第１７条の１２
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

指定居宅支援事業者の指定の
申請

身体障害者福祉法第１７条の１７
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
1 1

添付書類の減
（法人登記簿謄
抄本につき電子
認証制度等の
利用による代替
が可能である。）
(案）

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定居宅支援事業者の変更の
届出等

身体障害者福祉法第１７条の２０
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
1 1

添付書類の減
（法人登記簿謄
抄本につき電子
認証制度等の
利用による代替
が可能である。）
(案）

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定身体障害者更生施設等の
指定の申請

身体障害者福祉法第１７条の２４
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定身体障害者更生施設等の
変更の届出

身体障害者福祉法第１７条の２７
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定身体障害者更生施設等の
指定の辞退

身体障害者福祉法第１７条の２９
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

国立施設への入所の申込み
身体障害者福祉法第１７条の３２
第１項（平成１５年４月施行）

未施行
実施方策の提

示
0 0 0

入所申請時に電磁的記録に代
えることが困難な現物の提示を
要するためオンライン化は困難。
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

国立施設への入所の要否に係
る意見書の交付の申請

身体障害者福祉法第１７条の３２
（平成１５年４月施行）

未施行
実施方策の提

示
0 0 0

意見書は障害者に対し直接自治
体が交付するため当プランに馴
染まない。
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

知的障害者居宅生活支援事業
等の開始の届出

知的障害者福祉法第１８条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

知的障害者居宅生活支援事業
等の変更の届出

知的障害者福祉法第２０条第１
項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

知的障害者居宅生活支援事業
等の廃止又は休止の届出

知的障害者福祉法第２０条第２
項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

職親の申出
知的障害者福祉法施行規則第６
条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

居宅生活支援費の支給申請、居
宅受給者証の交付

知的障害者福祉法第１５条の６
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

支給量の変更の申請、居宅受給
者証の提出

知的障害者福祉法第１５条の８
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

施設訓練等支援費の支給申請、
施設受給者証の交付

知的障害者福祉法第１５条の１２
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

知的障害程度区分の変更の申
請、施設受給者証の提出

知的障害者福祉法第１５条の１３
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

指定居宅支援事業者の指定の
申請

知的障害者福祉法第１５条の１７
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
1 1

添付書類の減
（法人登記簿謄
抄本につき電子
認証制度等の
利用による代替
が可能である。）
(案）

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定居宅支援事業者の変更の
届出等

知的障害者福祉法第１５条の２０
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
1 1

添付書類の減
（法人登記簿謄
抄本につき電子
認証制度等の
利用による代替
が可能である。）
(案）

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

指定知的障害者更生施設等の
指定の申請

知的障害者福祉法第１５条の２４
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定知的障害者更生施設等の
変更の届出

知的障害者福祉法第１５条の２７
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定知的障害者更生施設等の
指定の辞退

知的障害者福祉法第１５条の２９
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

育成医療の給付の申請・給付又
は支給

児童福祉法第２０条第１項
児童福祉法第７条第１項

26,854 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

指定育成医療機関の診療報酬
の請求及び審査

児童福祉法第２１条の３第１項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

児童居宅生活支援事業の開始
の届出

児童福祉法第３４条の３第１項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

児童居宅生活支援事業の変更
の届出

児童福祉法第３４条の３第２項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

児童居宅生活支援事業の廃止
又は休止の届出

児童福祉法第３４条の３第３項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

居宅生活支援費の支給申請、居
宅受給者証の交付

児童福祉法第２１条の１１
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

支給量の変更の申請、居宅受給
者証の提出

児童福祉法第２１条の１３
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

指定居宅支援事業者の指定の
申請

児童福祉法第２１条の１７
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
1 1

添付書類の減
（法人登記簿謄
抄本につき電子
認証制度等の
利用による代替
が可能である。）
（案）

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定居宅支援事業者の変更の
届出等

児童福祉法第２１条の２０
（平成１５年４月施行部分）

未施行
実施方策の提

示
1 1

添付書類の減
（法人登記簿謄
抄本につき電子
認証制度等の
利用による代替
が可能である。）
（案）

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

日常生活用具給付等事業

身体障害者福祉法第１８条第２
項、知的障害者福祉法第１５条
の３第４項、児童福祉法第２１条
の１０第４項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

工事図面、改修工事見積書を添
付しなければならない場合があ
る。
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

通院医療費公費負担の費用の
請求

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律第３２条の２

640,000 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

通院医療費公費負担の申請
精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律第３２条第３項、第
４項

530,000 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

手帳の提出が伴う場合がある。
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

精神障害者保健福祉手帳の申
請・交付

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律第４５条第１項、第
２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

精神障害者保健福祉手帳の返
還

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律第４５条の２第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

精神障害者保健福祉手帳の更
新の申請

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律第４５条第５項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

通院医療費公費負担の患者票
の申請・交付

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律施行令第４条の２
第１項

530,000 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

通院医療公費負担の患者票の
返還

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律施行令第４条の２
第４項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

精神障害者保健福祉手帳の氏
名等の変更の届出の際の返還

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律施行令第７条第２
項、第３項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

精神障害者保健福祉手帳の居
住地の変更の届出の際の再交
付

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律施行令第７条第４
項、第５項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

精神障害者保健福祉手帳の再
申請・再交付

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律第４５条第４項
精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律施行令第８条第２
項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

精神障害者保健福祉手帳の障
害等級の変更の申請・再交付

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律施行令第９条第１
項、第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

精神障害者保健福祉手帳の汚
損・紛失時の申請・再交付

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律施行令第１０条第
１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難

精神障害者保健福祉手帳の発
見時の返還

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律施行令第１０条第
２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

精神障害者保健福祉手帳の所
持人の死亡による返還

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律施行令第１０条の
２第１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

現物が必要な手続であるため、
一部オンライン化困難
実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

精神障害者社会復帰施設の設
置の届出

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律第５０条第２項

120 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

精神障害者社会復帰施設の変
更の届出

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律第５０条第３項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

精神障害者社会復帰施設の廃
止の届出

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律第５０条第４項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

精神障害者居宅生活支援事業
の実施の届出

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律第５０条の３第１項

未施行 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

精神障害者居宅生活支援事業
の変更の届出

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律第５０条の３第２項

未施行 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

精神障害者居宅生活支援事業
の廃止の届出

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律第５０条の３第３項

未施行 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定訪問介護事業者の指定の
申請

介護保険法施行規則第１１４条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定訪問入浴介護事業者の指
定の申請

介護保険法施行規則第１１５条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

指定訪問看護事業者の指定の
申請

介護保険法施行規則第１１６条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定訪問リハビリテーション事業
者の指定の申請

介護保険法施行規則第１１７条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより法人
登記簿謄本の
添付について省
略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定居宅療養管理指導事業者
の指定の申請

介護保険法施行規則第１１８条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより法人
登記簿謄本の
添付について省
略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定通所介護事業者の指定の
申請

介護保険法施行規則第１１９条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定通所リハビリテーション事業
者の指定の申請

介護保険法施行規則第１２０条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより法人
登記簿謄本の
添付について省
略可

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付証明書の
一部（介護老人保健施設の開設
許可証）についてオンライン化困
難

指定短期入所生活介護事業者
の指定の申請

介護保険法施行規則第１２１条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付証明書の
一部（介護老人保健施設の開設
許可証）についてオンライン化困
難

指定短期入所療養介護事業者
の指定の申請

介護保険法施行規則第１２２条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより法人
登記簿謄本の
添付について省
略可

0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。添付証明書の
一部（介護老人保健施設の開設
許可証）についてオンライン化困
難

指定痴呆対応型共同生活介護
事業者の指定の申請

介護保険法施行規則第１２３条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定特定施設入所者生活介護
事業者の指定の申請

介護保険法施行規則第１２４条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定福祉用具貸与事業者の指
定の申請

介護保険法施行規則第１２５条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定居宅サービス事業者の特例
に係る病院等の申出

介護保険法施行規則第１２９条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定居宅サービス事業者の特例
に係る介護老人保健施設、介護
療養型医療施設の申出

介護保険法施行規則第１３０条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定訪問介護事業者の変更の
届出

介護保険法施行規則第１３１条
第１項第１号

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定訪問入浴介護事業者の変
更の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第１項第２号

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定訪問看護事業者の変更の
届出

介護保険法施行規則第１３１条
第１項第３号

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

指定訪問リハビリテーション事業
者の変更の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第１項第４号

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより法人
登記簿謄本の
添付について省
略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定居宅療養管理指導事業者
の変更の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第１項第５号

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより法人
登記簿謄本の
添付について省
略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定通所介護事業者の変更の
届出

介護保険法施行規則第１３１条
第１項第６号

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定通所リハビリテーション事業
者の変更の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第１項第７号

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより法人
登記簿謄本の
添付について省
略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定短期入所生活介護事業者
の変更の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第１項第８号

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定短期入所療養介護事業者
の変更の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第１項第９号

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより法人
登記簿謄本の
添付について省
略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定痴呆対応型共同生活介護
事業者の変更の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第１項第１０号

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定特定施設入所者生活介護
事業者の変更の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第１項第１１号

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定福祉用具貸与事業者の変
更の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第１項第１２号

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定訪問介護事業者の廃止、休
止、再開の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定訪問入浴介護事業者の廃
止、休止、再開の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定訪問看護事業者の廃止、休
止、再開の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定訪問リハビリテーション事業
者の廃止、休止、再開の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定居宅療養管理指導事業者
の廃止、休止、再開の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定通所介護事業者の廃止、休
止、再開の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定通所リハビリテーション事業
者の廃止、休止、再開の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

指定短期入所生活介護事業者
の廃止、休止、再開の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定短期入所療養介護事業者
の廃止、休止、再開の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定痴呆対応型共同生活介護
事の廃止、休止、再開の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてはオンライン化困難。実
施方策の提示は、法令の解釈を
示すとともに、システム等につい
ては各地方公共団体に委ねる旨
の通知を行う。

指定特定施設入所者生活介護
事業者の廃止、休止、再開の届
出

介護保険法施行規則第１３１条
第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてはオンライン化困難。実
施方策の提示は、法令の解釈を
示すとともに、システム等につい
ては各地方公共団体に委ねる旨
の通知を行う。

指定福祉用具貸与事業者の廃
止、休止、再開の届出

介護保険法施行規則第１３１条
第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定居宅介護支援事業者の指
定の申請

介護保険法施行規則第１３２条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定居宅介護支援事業者の変
更の届出

介護保険法施行規則第１３３条
第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定居宅介護支援事業者の廃
止、休止、再開の届出

介護保険法施行規則第１３３条
第２項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定介護老人福祉施設の指定
の申請

介護保険法施行規則第１３４条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより法人
登記簿謄本の
添付について省
略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定介護老人福祉施設の変更
の届出

介護保険法施行規則第１３５条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより法人
登記簿謄本の
添付について省
略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定介護老人福祉施設の指定
の辞退

介護保険法第９１条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

介護老人保健施設開設許可の
申請

介護保険法施行規則第１３６条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

介護老人保健施設を管理する者
の承認申請

介護保険法第９５条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

介護老人保健施設の変更の届
出

介護保険法施行規則第１３７条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

介護老人保健施設の休止、廃止
の届出

介護保険法第１０５条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

介護老人保健施設のエックス線
装置を備えたとき等届出

介護保険法第１０５条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定介護療養型医療施設の指
定の申請

介護保険法施行規則第１３８条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより法人
登記簿謄本の
添付について省
略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定介護療養型医療施設の変
更申請（入所定員増員）

介護保険法施行規則第１３９条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

指定介護療養型医療施設の変
更の届出

介護保険法施行規則第１４０条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより法人
登記簿謄本の
添付について省
略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定介護療養型医療施設の指
定の辞退

介護保険法第１１３条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

訪問介護員養成研修事業者の
指定の申請

訪問介護員に関する省令第４条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

訪問介護員名簿等の送付 訪問介護員に関する省令第８条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

訪問介護員養成研修事業者の
変更、廃止、休止、再開の届出

訪問介護員に関する省令第７条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

介護支援専門員実務研修受講
試験を行う者の指定の申請

介護支援専門員に関する省令第
５条第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

介護支援専門員実務研修を行う
者の指定の申請

介護支援専門員に関する省令第
６条第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

1 1

インターネット登
記情報提供サー
ビスにより商業・
法人登記簿謄
本の添付につい
て省略可

0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

資格取得した者の届出手続 介護保険法施行規則第２３条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、システム、
事務処理フロー等の各地方公共
団体共通のものを示す予定

日本国籍を有しない者が被保険
者の資格を取得した際の手続

介護保険法施行規則第２４条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、システム、
事務処理フロー等の各地方公共
団体共通のものを示す予定

住所地特例の届出 介護保険法施行規則第２５条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてオンライン化困難
実施方策の提示は、システム、
事務処理フロー等の各地方公共
団体共通のものを示す予定

被保険者証の交付申請
介護保険法施行規則第２６条
（介護保険法第１２条第３項）

－
オンライン化
可能性検討

→ → 0 0 0

現状、介護保険法施行規則第２
６条第２項の規定により、第２号
被保険者が被保険者証を入手
する際には、医療保険の保険者
証（現物）等を提示しなければな
らないことから、電子化方策の検
討に時間を要するため１５年度ま
での実施方策提示困難

被保険者証の再交付を申請する
手続

介護保険法施行規則第２７条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてオンライン化困難
実施方策の提示は、システム、
事務処理フロー等の各地方公共
団体共通のものを示す予定

被保険者証の検認、更新手続 介護保険法施行規則第２８条 －
オンライン化
可能性検討

→ → 0 0 0

現状、介護保険法施行規則第２
８条第２項の規定により、被保険
者証の提出及び対面審査を要す
ることから、電子化方策の検討
に時間を要するため１５年度まで
の実施方策提示困難

氏名変更の届出 介護保険法施行規則第２９条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてオンライン化困難
実施方策の提示は、システム、
事務処理フロー等の各地方公共
団体共通のものを示す予定

住所変更の届出 介護保険法施行規則第３０条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてオンライン化困難
実施方策の提示は、システム、
事務処理フロー等の各地方公共
団体共通のものを示す予定

世帯変更の届出 介護保険法施行規則第３１条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてオンライン化困難
実施方策の提示は、システム、
事務処理フロー等の各地方公共
団体共通のものを示す予定

資格喪失の届出 介護保険法施行規則第３２条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてオンライン化困難
実施方策の提示は、システム、
事務処理フロー等の各地方公共
団体共通のものを示す予定
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

要介護認定の申請 介護保険法施行規則第３５条
約940,000

（※1含
む）

法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてはオンライン化困難。実
施方策の提示は、法令の解釈を
示すとともに、システム等につい
ては各地方公共団体に委ねる旨
の通知を行う。

要介護更新認定の申請 介護保険法施行規則第４０条

約
2,580,000
（※2含

む）

法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてはオンライン化困難。実
施方策の提示は、法令の解釈を
示すとともに、システム等につい
ては各地方公共団体に委ねる旨
の通知を行う。

要介護状態区分変更認定の申
請

介護保険法施行規則第４２条 約90,000 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてはオンライン化困難。実
施方策の提示は、法令の解釈を
示すとともに、システム等につい
ては各地方公共団体に委ねる旨
の通知を行う。

要支援認定の申請 介護保険法施行規則第４９条 ※1 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてはオンライン化困難。実
施方策の提示は、法令の解釈を
示すとともに、システム等につい
ては各地方公共団体に委ねる旨
の通知を行う。

要支援更新認定の申請 介護保険法施行規則第５４条 ※2 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてはオンライン化困難。実
施方策の提示は、法令の解釈を
示すとともに、システム等につい
ては各地方公共団体に委ねる旨
の通知を行う。

介護給付等対象サービスの種類
指定変更の申請

介護保険法施行規則第５９条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてはオンライン化困難。実
施方策の提示は、法令の解釈を
示すとともに、システム等につい
ては各地方公共団体に委ねる旨
の通知を行う。

居宅介護福祉用具購入費の支
給申請

介護保険法施行規則第７１条第
１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

添付書類（領収証）の一部につ
いてオンライン化困難
実施方策の提示は、システム、
事務処理フロー等の各地方公共
団体共通のものを示す予定

居宅介護住宅改修費の支給申
請

介護保険法施行規則第７５条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

添付書類（領収証）の一部につ
いてオンライン化困難
実施方策の提示は、システム、
事務処理フロー等の各地方公共
団体共通のものを示す予定

居宅介護サービス計画費の代理
受領手続

介護保険法施行規則第７７条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてオンライン化困難
実施方策の提示は、システム、
事務処理フロー等の各地方公共
団体共通のものを示す予定

標準負担額の減額認定に係る
申請手続

介護保険法施行規則第７９条の
３

－
オンライン化
可能性検討

→ → 0 0 0

現状、介護保険法施行規則第７
９条の３第３項の規定により、被
保険者証の提示及び対面審査
を要することから、電子化方策の
検討に時間を要するため１５年
度までの実施方策提示困難

標準負担額の減額認定に関する
特例措置の申請手続

介護保険法施行規則第７９条の
５

－
オンライン化
可能性検討

→ → 0 0 0

現状、介護保険法施行規則第７
９条の５第３項及び第４項の規定
により、被保険者証の提示及び
対面審査を要することから、電子
化方策の検討に時間を要するた
め１５年度までの実施方策提示
困難

高額介護サービス費の支給申請
介護保険法施行規則第８３条の
４

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

添付書類の一部（領収証）につ
いてオンライン化困難
実施方策の提示は、システム、
事務処理フロー等の各地方公共
団体共通のものを示す予定

居宅支援福祉用具購入費の支
給申請

介護保険法施行規則第９０条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

添付書類の一部（領収証）につ
いてオンライン化困難
実施方策の提示は、システム、
事務処理フロー等の各地方公共
団体共通のものを示す予定

居宅支援住宅改修費の支給申
請

介護保険法施行規則第９４条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

添付書類の一部（領収証）につ
いてオンライン化困難
実施方策の提示は、システム、
事務処理フロー等の各地方公共
団体共通のものを示す予定

高額居宅支援サービス費の支給
申請

介護保険法施行規則第９７条の
２

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

添付書類の一部（領収証）につ
いてオンライン化困難
実施方策の提示は、システム、
事務処理フロー等の各地方公共
団体共通のものを示す予定

適用除外施設に入院している者
ではなくなった際の届出（被保険
者資格の届出）

介護保険法施行規則第１７１条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、システム、
事務処理フロー等の各地方公共
団体共通のものを示す予定
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

介護給付費の請求
介護給付費及び公費負担医療
等に関する費用の請求に関する
省令第２条

－
オンライン化

実施
→ → 0 0 0

訪問介護、訪問入浴介護、訪問
看護、訪問リハビリテーション、
居宅療養管理指導、通所介護、
通所リハビリテーション又は福祉
用具貸与に係る居宅サービス介
護給付費の請求

介護給付費及び公費負担医療
等に関する費用の請求に関する
省令第２条

－
オンライン化

実施
→ → 0 0 0

短期入所生活介護に係る居宅
サービス介護給付費の請求

介護給付費及び公費負担医療
等に関する費用の請求に関する
省令第２条

－
オンライン化

実施
→ → 0 0 0

介護老人保健施設における短期
入所療養介護に係る居宅サービ
ス介護給付費の請求

介護給付費及び公費負担医療
等に関する費用の請求に関する
省令第２条

－
オンライン化

実施
→ → 0 0 0

病院又は診療所における短期入
所療養介護に係る居宅サービス
介護給付費の請求

介護給付費及び公費負担医療
等に関する費用の請求に関する
省令第２条

－
オンライン化

実施
→ → 0 0 0

痴呆対応型共同生活介護又は
特定施設入所者生活介護に係
る居宅サービス介護給付費の請
求

介護給付費及び公費負担医療
等に関する費用の請求に関する
省令第２条

－
オンライン化

実施
→ → 0 0 0

居宅介護支援介護給付費の請
求

介護給付費及び公費負担医療
等に関する費用の請求に関する
省令第２条

－
オンライン化

実施
→ → 0 0 0

介護福祉施設サービスに係る施
設サービス等介護給付費の請求

介護給付費及び公費負担医療
等に関する費用の請求に関する
省令第２条

－
オンライン化

実施
→ → 0 0 0

介護老人保健施設サービスに係
る施設サービス等介護給付費の
請求

介護給付費及び公費負担医療
等に関する費用の請求に関する
省令第２条

－
オンライン化

実施
→ → 0 0 0

介護療養型施設サービスに係る
施設サービス等介護給付費の請
求

介護給付費及び公費負担医療
等に関する費用の請求に関する
省令第２条

－
オンライン化

実施
→ → 0 0 0

指定訪問介護事業者の利用者
に関する市町村への通知

指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準
第２６条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

基準該当訪問介護事業者の利
用者に関する市町村への通知

指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準
第４３条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定訪問入浴介護事業者の利
用者に関する市町村への通知

指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準
第５４条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

基準該当訪問入浴介護事業者
の利用者に関する市町村への通
知

指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準
第５８条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定訪問看護事業者の利用者
に関する市町村への通知

指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準
第７４条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定訪問リハビリテーション事業
者の利用者に関する市町村への
通知

指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準
第９１条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定居宅療養管理指導事業者
の利用者に関する市町村への通
知

指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準
第９１条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定通所介護事業者の利用者
に関する市町村への通知

指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準
第１０５条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

基準該当通所介護事業者の利
用者に関する市町村への通知

指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準
第１０９条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定通所リハビリテーション事業
者の利用者に関する市町村への
通知

指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準
第１１９条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定短期入所生活介護事業者
の利用者に関する市町村への通
知

指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準
第１４０条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

基準該当短期入所生活介護事
業者の利用者に関する市町村へ
の通知

指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準
第１４０条の８

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

指定短期入所療養介護事業者
の利用者に関する市町村への通
知

指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準
第１５５条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定痴呆対応型共同生活介護
事業者の利用者に関する市町村
への通知

指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準
第１７３条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定特定施設入所者生活介護
事業者の利用者に関する市町村
への通知

指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準
第１９２条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定福祉用具貸与事業者の利
用者に関する市町村への通知

指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準
第２０５条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

基準該当福祉用具貸与事業者
の利用者に関する市町村への通
知

指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準
第２０６条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定居宅介護支援事業者の特
例居宅サービス費又は特定居宅
支援サービス費に関する文書の
提出

指定居宅介護支援等の事業の
人員及び運営に関する基準第１
４条第２項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

訪問介護、訪問入浴介護、訪問
看護、訪問リハビリテーション、
居宅療養管理指導、通所介護、
通所リハビリテーション又は福祉
用具貸与に係る給付管理票の
提出

指定居宅介護支援等の事業の
人員及び運営に関する基準第１
４条

－
オンライン化

実施
→ → 0 0 0

短期入所生活介護又は短期入
所療養介護に係る給付管理票
の提出

指定居宅介護支援等の事業の
人員及び運営に関する基準第１
４条

－
オンライン化

実施
→ → 0 0 0

指定居宅介護支援事業者の利
用者に関する市町村への通知

指定居宅介護支援等の事業の
人員及び運営に関する基準第１
６条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

基準該当居宅介護支援事業者
の利用者に関する市町村への通
知

指定居宅介護支援等の事業の
人員及び運営に関する基準第３
０条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定介護老人福祉施設の利用
者に関する市町村への通知

指定介護老人福祉施設の人員、
設備及び運営に関する基準第２
０条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

介護老人保健施設の利用者に
関する市町村への通知

介護老人保健施設の人員、施設
及び設備並びに運営に関する基
準第２２条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

指定介護療養型医療施設の利
用者に関する市町村への通知

指定介護療養型医療施設の人
員、設備及び運営に関する基準
第２１条

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

有料老人ホーム設置の届出 老人福祉法第２９条第１項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

有料老人ホームの変更、休止、
廃止の届出

老人福祉法第２９条第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方法の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

老人居宅生活支援事業の開始
の届出

老人福祉法第１４条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

老人居宅生活支援事業の変更
の届出

老人福祉法第１４条の２ － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

老人居宅生活支援事業の廃止・
休止の届出

老人福祉法第１４条の３ － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

老人デイサービスセンター等の
設置の届出

老人福祉法第１５条第２項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

社会福祉法人による養護老人
ホーム又は特別養護老人ホーム
等の設置の認可の申請

老人福祉法第１５条第４項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

老人デイサービスセンター、老人
短期入所施設又は老人介護支
援センターの変更の届出

老人福祉法第１５条の２第１項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

社会福祉法人による養護老人
ホーム又は特別養護老人ホーム
の変更の届出

老人福祉法第１５条の２第２項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

老人デイサービスセンター、老人
短期入所施設又は老人介護支
援センターの廃止・休止の届出

老人福祉法第１６条第１項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

社会福祉法人による養護老人
ホーム又は特別養護老人ホーム
の廃止、休止若しくは入所定員
の減少の時期又は入所定員の
増加の認可の申請

老人福祉法第１６条第３項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

整備計画認定申請の経由

民間事業者による老後の保健及
び福祉のための総合的施設の
整備の促進に関する法律第４条
第３項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。システム（地方
公共団体が構築する汎用受付
等システムを利用）、住民基本台
帳ネットワークシステムの利用方
法等各地方公共団体共通のも
のを示す予定

整備計画変更認定申請の経由

民間事業者による老後の保健及
び福祉のための総合的施設の
整備の促進に関する法律第８条
第２項

1 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。システム（地方
公共団体が構築する汎用受付
等システムを利用）、住民基本台
帳ネットワークシステムの利用方
法等各地方公共団体共通のも
のを示す予定

軽費老人ホームを設置しようとす
る認定事業者の届出

民間事業者による老後の保健及
び福祉のための総合的施設の
整備の促進に関する法律第１５
条第１項

－ 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

住所移転後の要介護認定及び
要支援認定

介護保険法第３６条 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

居宅介護サービス費の代理受領
に係る事業者の届出

介護保険法施行規則第６４条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、システム、
事務処理フロー等の各地方公共
団体共通のものを示す予定

要支援認定をした旨の通知 介護保険法第３５条第２項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてはオンライン化困難。実
施方策の提示は、法令の解釈を
示すとともに、システム等につい
ては各地方公共団体に委ねる旨
の通知を行う。

要介護認定をした旨の通知 介護保険法第３５条第４項 － 法令改正検討
法令整備、実
施方策の提示

0 0 0

添付書類（被保険者証）の一部
についてはオンライン化困難。実
施方策の提示は、法令の解釈を
示すとともに、システム等につい
ては各地方公共団体に委ねる旨
の通知を行う。

転入の届出
国民健康保険法施行規則２条第
１項、第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

被保険者証についてはオンライ
ン化困難。実施方策の提示は、
法令の解釈を示すとともに、シス
テム等については各地方公共団
体に委ねる旨の通知を行う。

資格取得の届出（適用除外に該
当しなくなったとき）

国民健康保険法施行規則第３条
第１項、第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

被保険者証についてはオンライ
ン化困難。実施方策の提示は、
法令の解釈を示すとともに、シス
テム等については各地方公共団
体に委ねる旨の通知を行う。

被保険者が退職被保険者になっ
たときの届出

国民健康保険法施行規則４条第
１項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

被保険者証・年金証書等につい
てはオンライン化困難。実施方
策の提示は、法令の解釈を示す
とともに、システム等については
各地方公共団体に委ねる旨の
通知を行う。

退職被保険者資格喪失の届出
（老健該当）

国民健康保険法施行規則４条３
項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

被保険者証についてはオンライ
ン化困難。実施方策の提示は、
法令の解釈を示すとともに、シス
テム等については各地方公共団
体に委ねる旨の通知を行う。

退職被扶養者の届出
国民健康保険法施行規則４条の
２第１項、第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

被保険者証についてはオンライ
ン化困難。実施方策の提示は、
法令の解釈を示すとともに、シス
テム等については各地方公共団
体に委ねる旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

マル学資格得喪の届出
国民健康保険法施行規則５条１
項、第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

被保険者証についてはオンライ
ン化困難。実施方策の提示は、
法令の解釈を示すとともに、シス
テム等については各地方公共団
体に委ねる旨の通知を行う。

病院等に入院又は入所者中に
関する届出

国民健康保険法施行規則５条の
２第１項、第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

被保険者証についてはオンライ
ン化困難。実施方策の提示は、
法令の解釈を示すとともに、シス
テム等については各地方公共団
体に委ねる旨の通知を行う。

障害者認定の届出
国民健康保険法施行規則５条の
３第１項、第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

被保険者証についてはオンライ
ン化困難。実施方策の提示は、
法令の解釈を示すとともに、シス
テム等については各地方公共団
体に委ねる旨の通知を行う。

身体障害者療養施設等入所者
に関する届出

国民健康保険法施行規則５条の
４第１項、第２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

被保険者証についてはオンライ
ン化困難。実施方策の提示は、
法令の解釈を示すとともに、シス
テム等については各地方公共団
体に委ねる旨の通知を行う。

特別事情に関する届出
国民健康保険法施行規則５条の
８第１項、第２項

－
オンライン化
可能性検討

→ → 0 0 0

届出の機会を活用し、保険料の
納付指導・納付相談の必要性が
あるため、１５年度までの実施方
策提示困難

老健法の規定による医療の届出
国民健康保険法施行規則５条の
９第1項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

被保険者証についてはオンライ
ン化困難。実施方策の提示は、
法令の解釈を示すとともに、シス
テム等については各地方公共団
体に委ねる旨の通知を行う。

老健法の規定による医療の届出
（資格証明書の場合）

国民健康保険法施行規則５条の
九　２項

－
オンライン化
可能性検討

→ → 0 0 0

届出の機会を活用し、保険料の
納付指導・納付相談の必要性が
あるため、１５年度までの実施方
策提示困難

被保険者証の再交付申請 国民健康保険法施行規則７条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

被保険者証についてはオンライ
ン化困難。実施方策の提示は、
法令の解釈を示すとともに、シス
テム等については各地方公共団
体に委ねる旨の通知を行う。

被保険者の氏名変更の届出 国民健康保険法施行規則８条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

被保険者証についてはオンライ
ン化困難。実施方策の提示は、
法令の解釈を示すとともに、シス
テム等については各地方公共団
体に委ねる旨の通知を行う。

被保険者の世帯変更の届出 国民健康保険法施行規則９条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

被保険者証についてはオンライ
ン化困難。実施方策の提示は、
法令の解釈を示すとともに、シス
テム等については各地方公共団
体に委ねる旨の通知を行う。

世帯主の住所変更の届出 国民健康保険法施行規則１０条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

被保険者証についてはオンライ
ン化困難。実施方策の提示は、
法令の解釈を示すとともに、シス
テム等については各地方公共団
体に委ねる旨の通知を行う。

世帯主の変更の届出
国民健康保険法施行規則１０条
の二

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

被保険者証についてはオンライ
ン化困難。実施方策の提示は、
法令の解釈を示すとともに、シス
テム等については各地方公共団
体に委ねる旨の通知を行う。

資格喪失の届出（全喪・転出・適
用除外に該当）

国民健康保険法施行規則１１
条、１２条、１３条

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

被保険者証についてはオンライ
ン化困難。実施方策の提示は、
法令の解釈を示すとともに、シス
テム等については各地方公共団
体に委ねる旨の通知を行う。

標準負担額の減額認定の申請
国民健康保険法施行規則２６条
の三

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）の利
用方法等各地方公共団体共通
のものを示す方向で検討。

減額認定証の再交付申請
国民健康保険法施行規則２６条
の三　５項、６項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

被保険者証についてはオンライ
ン化困難。実施方策の提示は、
法令の解釈を示すとともに、シス
テム等については各地方公共団
体に委ねる旨の通知を行う。

標準負担額の療養費払いに関
する申請

国民健康保険法施行規則２６条
の五　２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）の利
用方法等各地方公共団体共通
のものを示す方向で検討。

特定療養費に関する２６の５の
準用

国民健康保険法施行規則２６条
の七　２項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）の利
用方法等各地方公共団体共通
のものを示す方向で検討。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

療養費の支給申請 国民健康保険法施行規則２７条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）の利
用方法等各地方公共団体共通
のものを示す方向で検討。

特別療養費の支給申請
国民健康保険法施行規則２７条
の五

－
オンライン化
可能性検討

→ → 0 0 0

届出の機会を活用し、保険料の
納付指導・納付相談の必要性が
あるため、１５年度までの実施方
策提示困難

特別療養費に係る療養に関する
届出等（医療機関から保険者
へ）

国民健康保険法施行規則２７条
の六

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）の利
用方法等各地方公共団体共通
のものを示す方向で検討。

特別療養費に係る療養に関する
届出等（指定訪問看護事業者か
ら保険者へ）

国民健康保険法施行規則２７条
の七

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）の利
用方法等各地方公共団体共通
のものを示す方向で検討。

移送費の支給申請
国民健康保険法施行規則２７条
の十一

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）の利
用方法等各地方公共団体共通
のものを示す方向で検討。

特例療養費の支給申請
国民健康保険法施行規則２７条
の十二

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）の利
用方法等各地方公共団体共通
のものを示す方向で検討。

特定疾病認定の申請書の提出
国民健康保険法施行規則２７条
の十四

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）の利
用方法等各地方公共団体共通
のものを示す方向で検討。

特定疾病受療証の再交付申請
国民健康保険法施行規則２７条
の十四　７・８項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）の利
用方法等各地方公共団体共通
のものを示す方向で検討。

高額療養費の支給申請
国民健康保険法施行規則２７条
の十七

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）の利
用方法等各地方公共団体共通
のものを示す方向で検討。

特別療養給付の申請（日雇） 国民健康保険法施行規則２８条 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）の利
用方法等各地方公共団体共通
のものを示す方向で検討。

被保険者資格喪失後の療養費
等の給付、第２８条第１項の支給
を受ける者の氏名、住所変更に
よる届出

国民健康保険法施行規則２８条
５項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）の利
用方法等各地方公共団体共通
のものを示す方向で検討。

特別療養証明書の再交付申請
国民健康保険法施行規則２８条
６・７項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）の利
用方法等各地方公共団体共通
のものを示す方向で検討。

被保険者資格証が交付されてい
るため、特別療養証明書の交付
を受けていない者が老健法の適
用となったときの届出

国民健康保険法施行規則２８条
９項

－
オンライン化
可能性検討

→ → 0 0 0

届出の機会を活用し、保険料の
納付指導・納付相談の必要性が
あるため、１５年度までの実施方
策提示困難

被保険者資格証が交付されてい
るため、特別療養証明書の交付
を受けていない者の特別の事情
の届出

国民健康保険法施行規則２８条
１０項

－
オンライン化
可能性検討

→ → 0 0 0

届出の機会を活用し、保険料の
納付指導・納付相談の必要性が
あるため、１５年度までの実施方
策提示困難

特別事情の届出（保険給付の一
時差し止め時）

国民健康保険法施行規則３２条
の三

－
オンライン化
可能性検討

→ → 0 0 0

届出の機会を活用し、保険料の
納付指導・納付相談の必要性が
あるため、１５年度までの実施方
策提示困難

第３者行為による被害届
国民健康保険法施行規則３２条
の六

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、システム
（地方公共団体等が構築する汎
用受付等システムを利用）の利
用方法等各地方公共団体共通
のものを示す方向で検討。

地方労働委員会使用者委員候
補者の使用者団体による推薦

労働組合法第19条の12第３項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

地方労働委員会労働者委員候
補者の労働組合による推薦

労働組合法第19条の12第３項 － 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。
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別添地方１Ａ
地方公共団体が扱う申請・届出等手続のオンライン化条件整備計画（自治事務）

該当の
有無

該当
件数

内　　　容
該当の
有無

内容

手続名 根拠規定
年間平均
申請件数

～13年度
処分通知等のオンライン化困

難理由
14年度 15年度

手続の見直し
備考（オンライン化困難事項

等）

オンライン化
条件整備前倒

し等

特別調整委員使用者委員候補
者の使用者団体による推薦

労働関係調整法第８条の２第４
項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

特別調整委員労働者委員候補
者の労働組合による推薦

労働関係調整法第８条の２第４
項

－ 法令改正検討 法令整備
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

労働協約の地域的一般的拘束
力の決定に関する手続き

労働組合法１８条、労働組合法
施行令第１５条

－ 法令改正検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

争議行為の発生の届
労働関係調整法第９条、労働関
係調整法施行令第１条の１１、労
働関係調整法施行令第２条

－ 法令改正検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

労働組合資格審査の手続
労働組合法第５条、第１１条、労
働組合法施行令第２条２項、労
働委員会規則第２２条

706 法令改正検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

あっせん申請の手続
労働関係調整法第１２条、労働
関係調整法施行令第３条、労働
委員会規則第６４条

606 法令改正検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

調停申請の手続
労働関係調整法第１８条、労働
関係調整法施行令第３条、労働
委員会規則第６９条

14 法令改正検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

仲裁申請の手続
労働関係調整法第３０条、労働
関係調整法施行令第３条、労働
委員会規則第７８条

3 法令改正検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

労働争議予告の通知
労働関係調整法第３７条、労働
関係調整法施行令第１０条の４、
労働委員会規則第６２条の４

－ 法令改正検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

調停案の見解申請
労働関係調整法２６条２項、労働
関係調整法施行令第３条

－ 法令改正検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

認定手続の開始

地方公営企業労働関係法第５
条、地方公営企業労働関係法施
行令第１条、労働委員会規則第
２８条の２

－ 法令改正検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

調停の申請
地方公営企業労働関係法第１４
条、地方公営企業労働関係法施
行令第２条

－ 法令改正検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

仲裁の申請
地方公営企業労働関係法第１５
条、地方公営企業労働関係法施
行令第２条

－ 法令改正検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

強制権限 労働組合法第22条 － 法令改正検討
実施方策の提

示
0 0 0

実施方策の提示は、法令の解釈
を示すとともに、システム等につ
いては各地方公共団体に委ねる
旨の通知を行う。

所管手続数合計 797
年度別条
件整備数

12 246 524 95 95 0

782
オンライン化条件整備数合
計（計画期間中）

  注１）「手続名」欄の※、☆、★の印については、それぞれ以下の手続であることを表している。
　　　※：国及び地方公共団体が扱う手続
　　　☆：国及び指定法人等が扱う手続
　　　★：指定法人等及び地方公共団体が扱う手続

　２）「手続の見直し」の「該当の有無」欄は、該当有りは「１」、該当なしは「０」と記載している。また、「内容」欄は、以下の見直しを行うものについて記述している。
　　・「受付時間の延長」は、オンライン化による受付時間の延長について。
　　・「添付書類の減」は、添付書類のうち戸籍謄抄本、住民票の写しに関して住民基本台帳ネットワークシステム（「住基ネット」と表記）の利用、商業・法人登記簿
      謄抄本に関して商業登記に基礎をおく電子認証制度又はインターネット登記情報提供サービスの利用、及び不動産登記簿謄抄本に関しインターネット登記情
      報提供サービスの利用による代替（添付書類の削減）について。（ただし、インターネット登記情報提供サービスの利用については、その利用に係る諸問題が
      整理されていることを前提とする。）
　　・「様式の標準化」は、現在受付機関によって異なる様式を用いているもの等の標準化について。
　　・「提出部数の削減」は、現在複数部数の提出を要している手続に関しオンライン化による際の提出部数の削減について。

　３）前倒しの「該当の有無」欄は、該当有りは「１」、該当なしは「０」と記載している。

　４）「備考（オンライン化困難事項等）」欄には、基本的に平成１５年度までにオンライン化実施方策提示が困難な理由、又は電子化が困難な添付書類、あるいは
　　実施方策を提示する場合の内容について記述している。
　　　電子化困難な添付書類については、当面、別途郵送などの対応を要する。なお、当欄に特段記載がないものについても、電子化された添付書類が入手、又
    は作成できない場合などは別途郵送等が必要となる。

　５）「処分通知等のオンライン化困難理由」欄には、免許の交付等の申請等に対する結果の通知についてオンライン化実施が困難な場合、その理由を記述している。
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